
くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
（千円）

事業内容
予算額
（千円）

1 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
①　ワーク・ライフ・バ
ランスの普及啓発

ワーク・ライフ・バラン
スの意識の醸成

事業所に対してワーク・ライ
フ・バランスについての社会
的機運を醸成するための人
権啓発研修の開催と啓発指
導員の派遣を行う。

労働政策課
企業内人権等啓発
研修の開催

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施した。
実施実績　会社等14社，派遣
回数２１回，
企業内人権研修実績（年間）
1,326人

2,590 継続

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施する。
目標　企業内人権研修実績
（年間）1,300人

2,712

2 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
①　ワーク・ライフ・バ
ランスの普及啓発

ワーク・ライフ・バラン
スの意識の醸成

パートナーシップ向上セミ
ナーなどを開催する。

男女共同参画課
男女共同参画推進セ
ンター

男女共同参画セミ
ナーの開催

市民を対象に，人材育成や
啓発を目的とし，全3回の講
座を行った。

139 継続
市民を対象に，人材育成や
啓発を目的とし，全6回の講
座を行う。

186

3 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
①　ワーク・ライフ・バ
ランスの普及啓発

ワーク・ライフ・バラン
スの意識の醸成

ワーク・ライフ・バランスセミ
ナーを開催する。

男女共同参画課
ワーク・ライフ・バラ
ンスセミナーの開
催

新規

経営トップや管理職層の意識
改革を促進するため、事業所
における女性活躍推進と働き
方改革の機運を高めることを
目的としたセミナーを開催す
る。
また、実施に向け、事業所、
団体、行政機関が連携して取
り組む企画検討会議を立ち上
げる。

730

4 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
①　ワーク・ライフ・バ
ランスの普及啓発

市職員のワーク・ライ
フ・バランスの実践

市職員のワーク・ライフ・バラ
ンスの向上を図るための環
境づくりを行う。

人事課
時間外勤務縮減，
休暇取得推進

時間外勤務の縮減と年次休
暇等の取得推進に努める。
市の男性職員の育児休業，
部分休業，育児時間（特別休
暇）を併せた合計取得率の向
上に努める。

－ 継続

時間外勤務の縮減と年次休
暇等の取得推進に努める。
市の男性職員の育児休業，
部分休業を併せた合計取得
率の向上に努める。

－

5 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
②　子育てのための
支援体制の充実

保育所の待機児童の
解消

くらしき子ども未来プランに
基づき，保育所の待機児童
の解消を図る。

保育・幼稚園課 待機児童対策

各地区の保育ニーズを的確
に把握し，地域性を考慮して
保育所定員を見直すなど，待
機児童対策を進めた。
待機児童数180人（H27.4.1時
点）※待機児童の国定義変
更あり。

－ 継続

各地区の保育ニーズを把握
し，地域性を考慮して保育所
施設整備，定員の見直しなど
を行い，待機児童対策を進め
る。
待機児童数111人（H28.4.1時
点）

－

6 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
②　子育てのための
支援体制の充実

育児についてのきめ
細かい情報提供

各社会福祉事務所に保育コ
ンシェルジュを配置し，多様
な子育て支援策を展開す
る。

保育・幼稚園課 保育園情報の提供

保育所ガイドを作成し，各社
会福祉事務所，各保育園へ
配付する。保育園情報をﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞで公開した。

－ 継続

保育所ガイドを作成し，各社
会福祉事務所，各保育園へ
配付し，保育園情報をﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞで公開する。

－

7 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
②　子育てのための
支援体制の充実

ファミリー・サポート・
センターの充実

子育て家庭の負担軽減のた
め，ファミリー･サポート･セン
ターで，育児の援助を受け
たい人と育児の援助を行い
たい人の，相互援助活動の
連絡・調整を行う。
提供会員の活動回数を増や
すとともに，提供会員の拡大
を図り，子育てを助け合う事
業の充実を図る。
相互援助活動例：
 子どもの一時預かりや保育
施設への送迎など

子育て支援課
ファミリーサポート
センター事業

ファミリー・サポート・センター
の提供会員の増加に努め，
活動の円滑化を図った。
会員数 2,342人（依頼会員
1,578人，提供会員532人，両
方会員232人）

11,186 継続
ファミリー・サポート・センター
の提供会員の増加に努め，
活動の円滑化を図る。

10,875

8 基本目標Ⅰ 重点目標１ P35
②　子育てのための
支援体制の充実

放課後児童クラブの
充実

保護者が仕事等で昼間家庭
にいない小学生のために，
放課後や長期休業日等に安
心して過ごす遊びや生活の
場を提供し，児童の健全育
成を図る。

子育て支援課
放課後児童クラブ
実施事業

条例に基づいた施設基準・運
営体制の充実のため，学校
施設の有効活用，専用施設
新設を行った。また，支援員
の研修等を実施した。

729,619 継続

条例に基づいた施設基準・運
営体制の充実のため，学校
施設の有効活用や専用施設
新設を行う。また，支援員の
研修等を実施する。

711,485

施策の内容 所管 事業名№ 基本目標 重点目標
計画

ページ
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平成27年度実績 平成28年度計画
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9 基本目標Ⅰ 重点目標１ P36
②　子育てのための
支援体制の充実

子育てに関する情報
提供

子育てに関する情報提供や
相談体制を強化する。
・乳児家庭全戸訪問事業（こ
んにちは赤ちゃん）
・養育支援訪問事業
・赤ちゃん相談ダイヤル
・要保護児童対策地域協議
会

子ども相談センター
こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業

生後４か月までの乳児のいる
家庭を全戸訪問し，子育て情
報を提供したり，必要なサー
ビスの提供につなげた。

10,382 継続

生後４か月までの乳児のいる
家庭を全戸訪問し，子育て情
報を提供したり，必要なサー
ビスの提供につなげる。

11,319

10 基本目標Ⅰ 重点目標１ P36
②　子育てのための
支援体制の充実

子育てに関する情報
提供

子育てに関する情報提供や
相談体制を強化する。
・乳児家庭全戸訪問事業（こ
んにちは赤ちゃん）
・養育支援訪問事業
・赤ちゃん相談ダイヤル
・要保護児童対策地域協議
会

子ども相談センター 養育支援訪問事業

支援が必要であるが，自ら支
援を求めることが困難な家庭
に対し，助産師等が訪問し，
悩みや不安の相談に応じた
り，適切なサービスの提供に
つなげた。

6,255 継続

支援が必要であるが，自ら支
援を求めることが困難な家庭
に対し，助産師等が訪問し，
悩みや不安の相談に応じた
り，適切なサービスの提供に
つなげる。

7,061

11 基本目標Ⅰ 重点目標１ P36
②　子育てのための
支援体制の充実

子育てに関する情報
提供

子育てに関する情報提供や
相談体制を強化する。
・乳児家庭全戸訪問事業（こ
んにちは赤ちゃん）
・養育支援訪問事業
・赤ちゃん相談ダイヤル
・要保護児童対策地域協議
会

子ども相談センター
赤ちゃん相談ダイ
ヤル

赤ちゃんのいる保護者からの
不安や悩みをフリーダイヤル
の相談電話で受け，育児に
関する不安を解消に努めた。

5,529 継続

赤ちゃんのいる保護者からの
不安や悩みをフリーダイヤル
の相談電話で受け，育児に
関する不安を解消する。

5,573

12 基本目標Ⅰ 重点目標１ P36
②　子育てのための
支援体制の充実

地域の子育て支援拠
点の充実

地域子育て支援拠点施設を
設け，親子や親同士が集い
楽しめる機会や場を提供し，
子育ての情報提供や相談体
制を充実させ，子育ての悩
みや不安の解消を図る。

子育て支援課
地域子育て支援拠
点事業

育児中の親とその子どもが気
軽に集まり，子育て情報の収
集や仲間づくり，育児相談が
できる場を提供し，子育ての
悩みや不安の解消に努め
る。

151,670 拡大

育児中の親とその子どもが気
軽に集まり，子育て情報の収
集や仲間づくり，育児相談が
できる場を提供し，子育ての
悩みや不安の解消に努め
る。
※今年度1箇所増設予定

162,121

13 基本目標Ⅰ 重点目標１ P36
②　子育てのための
支援体制の充実

子育て支援ネット
ワークの構築

倉敷市子育て支援センター
を中心として，地域子育て支
援拠点，児童館のネットワー
ク化を図り，それらを地域の
拠点として，母親クラブ・子
育てサロン，民間団体など
の団体間のつながりを促進
する。

子育て支援課 子育て力向上事業

子育てを支えている市民・団
体間のつながりを強めるた
め，地区ごとに支援者が一堂
に会し，情報交換，情報共有
できる場である「子育てcafe」
を開催する。

22 継続

子育てを支えている市民・団
体間のつながりを強めるた
め，地区ごとに支援者が一堂
に会し，情報交換，情報共有
できる場である「子育てcafe」
を開催する。

169

14 基本目標Ⅰ 重点目標１ P36
③　介護のための支
援体制の充実

介護保険制度につい
ての広報活動

定期的に介護制度のパンフ
レットを作成し，周知に努め
る。・介護保険制度について
の広報活動

介護保険課
窓口相談員の配置
介護保険制度のパ
ンフレット作成

相談員：倉敷・児島・水島・玉
島・真備の窓口に窓口相談員
を配置し，相談・苦情等に応
じる。
窓口相談員　倉敷2名　児島・
水島・玉島・真備各1名
パンフレット（３年毎に作成）：
介護保険制度改正の内容に
あわせたパンフレットの作成。
平成２７年度作成。

22,779 継続

相談員：倉敷・児島・水島・玉
島・真備の窓口に窓口相談員
を配置し，相談・苦情等に応
じる。
窓口相談員　倉敷2名　児島・
水島・玉島・真備各1名

19,634

15 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

企業内の男女平等と
共同参画の意識の醸
成

事業主等へ，人権問題につ
いて正しい理解と認識を深
めるための企業内人権啓発
研修の開催と啓発指導員の
派遣を行う。

労働政策課
企業内人権等啓発
研修の開催【再掲】

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施した。
実施実績　会社等14社，派遣
回数２１回，
企業内人権研修実績（年間）
1,326人

2,590 継続

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施する。
目標　企業内人権研修実績
（年間）1,300人

2,712
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16 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

関係法令や制度に関
しての情報提供

男女雇用機会均等法や育
児・介護休業法，女性活躍
推進法の趣旨や内容の周知
を図るとともに，男女平等や
共同参画に関する理解と協
力を働きかける。

労働政策課
企業内人権等啓発
研修の開催【再掲】

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施した。
実施実績　会社等14社，派遣
回数２１回，
企業内人権研修実績（年間）
1,326人

2,590 継続

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施する。
目標　企業内人権研修実績
（年間）1,300人

2,712

17 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

関係法令や制度に関
しての情報提供

男女雇用機会均等法や育
児・介護休業法，女性活躍
推進法の趣旨や内容の周知
を図るとともに，男女平等や
共同参画に関する理解と協
力を働きかける。

男女共同参画課
セミナーや出前講
座による啓発

セミナーや出前講座などを活
用して，機会あるごとに啓発
を行った。

－ 継続
セミナーや出前講座などを活
用して，機会あるごとに啓発
を行う。

－

18 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

企業人事担当者の男
女平等待遇確保の意
識の醸成

公正採用人権啓発研修へ啓
発指導員の派遣を行う。

労働政策課
企業内人権等啓発
研修の開催【再掲】

国が開催する「公正採用選考
人権啓発研修会」へ，人権啓
発指導員を派遣し，企業人事
担当者等に対し，人権や男女
平等待遇の意識付けを行っ
た。

2,590 継続

国が開催する「公正採用選考
人権啓発研修会」へ，人権啓
発指導員を派遣し，企業人事
担当者等に対し，人権や男女
平等待遇の意識付けを行う。

2,712

19 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

男女平等な市職員の
採用，配置等の実施

性別にかかわらず，適正な
採用，配置等を行う。

人事課
職員採用試験
定期人事異動

性別に関わらず，能力・経験
等を適正に評価し，採用・配
置を行った。

6,071 継続
性別に関わらず，能力・経験
等を適正に評価し，採用・配
置を行う。

6,894

20 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

企業内人権啓発研修
の実施

企業内人権啓発研修におい
て，人権侵害としてセクシュ
アル・ハラスメントやマタニ
ティ・ハラスメント等の認識と
事業主の意識改革につなが
る啓発活動を行う。

労働政策課
企業内人権等啓発
研修の開催【再掲】

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施した。
実施実績　会社等14社，派遣
回数２１回，
企業内人権研修実績（年間）
1,326人

2,590 継続

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施する。
目標　企業内人権研修実績
（年間）1,300人

2,712

21 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

セクシュアル・ハラス
メント等の講座等の
実施

事業所を対象にセクシュア
ル・ハラスメントやマタニ
ティ・ハラスメント等の防止
のための講座等を実施し，
広報・啓発に努める。

男女共同参画課 出前講座の実施

事業所を対象にセクシュア
ル・ハラスメントやパワー・ハ
ラスメント等の防止のための
出前講座等を実施し，広報・
啓発に努めた。

－ 継続

事業所を対象にセクシュア
ル・ハラスメントやパワー・ハ
ラスメント等の防止のための
出前講座等を実施し，広報・
啓発に努める。

－

22 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42

④　男女平等な採用・
配置・昇進・待遇（セ
クシュアル・ハラスメ
ント，マタニティ・ハラ
スメントの防止を含
む）の促進

セクシュアル・ハラス
メント等の相談窓口
の充実

セクシュアル・ハラスメントや
マタニティ・ハラスメント等の
相談窓口の充実に努める。

男女共同参画推進セ
ンター

セクシュアル・ハラ
スメント等の相談
窓口の充実

セクシュアル・ハラスメントや
パワー・ハラスメント等の相談
窓口の充実に努めた。

8,402 拡大

セクシュアル・ハラスメントや
パワー・ハラスメント等の相談
窓口の充実に努める。
※今年度相談員1名増員

11,355

23 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42
⑤　女性の就業継続
と再就職の促進

女性が働きやすい職
場環境（風土）の意識
啓発

男女を問わない育児休業の
取得や職場復帰までの職場
環境・風土について，事業所
に向けた意識啓発を行う。

労働政策課
企業内人権等啓発
研修の開催【再掲】

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施した。
実施実績　会社等14社，派遣
回数２１回，
企業内人権研修実績（年間）
1,326人

2,590 継続

事業主等へ人権問題等につ
いて正しい理解と認識を深め
るための講習会の開催と啓
発指導員の派遣を実施する。
目標　企業内人権研修実績
（年間）1,300人

2,712

3



くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
（千円）

事業内容
予算額
（千円）

施策の内容 所管 事業名№ 基本目標 重点目標
計画

ページ
施策の方向 施策

今後の
方向性

平成27年度実績 平成28年度計画

24 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42
⑤　女性の就業継続
と再就職の促進

再就職のための講座
の開催

ワーク・ライフ・バランスや自
己理解について学ぶ「再就
職を応援する講座」を開催す
る。

男女共同参画推進セ
ンター

再就職のための講
座の開催

ワーク・ライフ・バランスや自
己理解について学ぶ「再就職
を応援する講座」を開催した。

－ 継続

ワーク・ライフ・バランス
や自己理解について学ぶ
「再就職を応援する講座」
を開催する。

－

25 基本目標Ⅰ 重点目標２ P42
⑤　女性の就業継続
と再就職の促進

市職員の意識づくり

男女平等と共同参画の意識
をもち，率先して，男女共同
参画社会の実現を担えるよ
う，職員研修を行う。

職員研修所 職員研修の実施

率先して男女共同参画社会
の実現に貢献できる職員を育
成するため，以下の研修を
行った。
【新任課長補佐級職員】男女
共同参画社会の実現に向け
た国及び倉敷市の取り組み
や，男女共同参画社会の形
成を阻む要因について理解を
深める研修
【入庁３年目職員】ワークライ
フバランスについての理解を
深める研修

223 継続

率先して男女共同参画社会
の実現に貢献できる職員を育
成するため，以下の研修を行
う。
【新任課長補佐級職員】男女
共同参画社会の実現に向け
た国及び倉敷市の取り組み
や，男女共同参画社会の形
成を阻む要因について理解を
深める研修
【入庁３年目職員】ワークライ
フバランスについての理解を
深める研修
【タイムマネジメント研修】効
率的で有意義な時間の使い
方のスキルを習得し，仕事と
プライベートの充実を目指す
ための研修

250

26 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑥　さまざまな職業へ
の男女共同参画の促
進

男女共同参画社会づ
くり表彰の実施

男女共同参画を積極的に推
進している事業所を表彰し，
その取組を公表する。

男女共同参画課
男女共同参画社会
づくり表彰事業（事
業所の部）

男女共同参画を積極的に推
進している事業所を表彰し，
公表した。

53 継続
男女共同参画を積極的に推
進している事業所を表彰し，
公表する。

78

27 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑥　さまざまな職業へ
の男女共同参画の促
進

事業主に対する正規
雇用化促進について
の働きかけ

事業所に対して，正規雇用
の働きかけを行う。

労働政策課
事業所に対する正
規雇用等の要請

ハローワーク倉敷中央管内
の事業所に対し，管内市町雇
用対策協議会の会長である
倉敷市長名で，正規雇用をは
じめ，若年者雇用，障がい者
雇用等について要請文を送
付し，働きかけを行った。
事業所数　約３３０社　送付回
数　２回

60 継続

ハローワーク倉敷中央管内
の事業所に対し，管内市町雇
用対策協議会の会長である
倉敷市長名で，正規雇用をは
じめ，若年者雇用，障がい者
雇用等について要請文を送
付し，働きかけを行う。　送付
回数　２回

60

28 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑥　さまざまな職業へ
の男女共同参画の促
進

女性の認定農業者の
拡大

夫婦での共同申請が可能で
あることをパンフレット等によ
り説明し，女性の認定農業
者の拡大に努める。

農林水産課
リーフレット等によ
る啓発活動

農政局作成のリーフレット等
により，機会あるごとに啓発
活動を行った。

－ 継続
リーフレット等により，機会あ
るごとに啓発活動を行う。

－

29 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑦　職業能力の訓
練・開発及び起業の
支援

非正規雇用から正規
雇用への転換や再就
職を希望する人に対
する各種セミナーな
どの案内

女性の職場におけるスキル
アップにつながる講座やセミ
ナーなどの広報活動を行う。

労働政策課
職業能力の開発・
向上のための各種
講座の案内

岡山労働局開催の各種講座
について，市ホームページ等
でも紹介し，広く参加を呼び
かけた。

－ 継続

岡山労働局開催の各種講座
について，市ホームページ等
でも紹介し，広く参加を呼び
かける。

－

30 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑦　職業能力の訓
練・開発及び起業の
支援

キャリアアップ講座の
開催

国・県と協力して，就職に必
要なパソコン技術などを習
得できる講座を開催する。

男女共同参画推進セ
ンター

キャリアアップ講座
の開催

国・県と協力して，就職に必
要なパソコン技術などを習得
できる講座を開催した。

－ 継続
国・県と協力して，就職に必
要なパソコン技術などを習得
できる講座を開催する。

－

31 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑦　職業能力の訓
練・開発及び起業の
支援

啓発パンフレットの設
置・配布

国・県の啓発チラシや起業
家支援に関する情報パンフ
レットを窓口に設置し，配布
する。

男女共同参画推進セ
ンター

啓発パンフレットの
設置・配布

国・県の啓発チラシや起業家
支援に関する情報パンフレッ
トを窓口に設置し，配布した。

－ 継続
国・県の啓発チラシや起業家
支援に関する情報パンフレッ
トを窓口に設置し，配布する。

－

32 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑦　職業能力の訓
練・開発及び起業の
支援

インキュベーション施
設の運営

創業５年以内の起業家に低
廉な価格でのオフィス提供
及びインキュベーションマ
ネージャーによる経営指導
などソフト・ハード両面から
支援する。

商工課
くらしきベンチャー
オフィス運営管理
事業

創業後5年以内の会社を対象
に事業が軌道に乗り，自立で
きるまでを支援する。貸室７
室中１室の入居者が女性起
業家であり，活躍している。

6,039 継続
引き続き，男女問わず起業家
を募集し，支援する。

6,126

33 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑦　職業能力の訓
練・開発及び起業の
支援

起業家の育成支援

女性の起業家の出産時期に
おけるインキュベーション賃
料を減額し，起業家の育成
を支援する。

商工課
くらしきベンチャー
オフィス運営管理
事業

入居者の女性が出産した場
合に賃料を半額
（平成２７年度は対象０件）

6,039 継続
入居者の女性が出産した場
合に賃料を半額にする制度を
引き続き実施する。

6,126
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34 基本目標Ⅰ 重点目標２ P43
⑦　職業能力の訓
練・開発及び起業の
支援

起業家等のネット
ワークの形成支援

市内における女性起業家・
女性経営者及び起業をめざ
す女性を対象とした交流会
又は勉強会に対し経費の一
部を補助する。
・女性起業家ネットワーク形
成補助金

商工課
がんばる中小企業
応援事業

女性起業家ネットワーク形成
事業への補助：実績0件

－ 継続
女性起業家ネットワーク形成
事業への補助

500

35 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑧　家庭における男
女共同参画の促進

家庭の教育力向上の
ための支援

保護者や地域住民等を対象
に，集団で学習する「家庭教
育学級」の中でも，養育者や
保護者の男女平等と共同参
画意識を高め，明るい家庭
づくりと家庭教育力の向上を
図る。

生涯学習課
家庭教育学級開設
事業

健全で明るい家庭づくりと家
庭教育力の向上のため，集
団で学習する家庭教育学級
を開設した。地域で行う１０学
級と幼稚園で行う１７学級を
委託開設。各団体が実施内
容を検討する際に，男性の育
児参加や男女平等の意識を
育む家庭環境づくりについて
もテーマとするとともに，男性
も参加しやすいテーマや開設
時間を配慮するよう啓発を
行った。

1,849 継続

健全で明るい家庭づくりと家
庭教育力の向上のため，集
団で学習する家庭教育学級
を開設する。地域で行う９学
級と幼稚園で行う１１学級を
委託開設。各団体が実施内
容を検討する際に，男性の育
児参加や男女平等の意識を
育む家庭環境づくりについて
もテーマとするとともに，男性
も参加しやすいテーマや開設
時間を配慮するよう啓発を行
う。

1,694

36 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑧　家庭における男
女共同参画の促進

男性の生活・自活能
力を高めるための事
業の実施

地域にもっとも身近な生涯
学習施設である公民館等に
おいて，男性の生活・自活能
力を高めるための事業を関
連部署と連携しながら，展開
する。・くらしき市民講座など
の各種講座の開催

市民学習センター
各種講座・講演会
の実施

くらしき市民講座などにより，
地域にもっとも身近な生涯学
習施設である市民学習セン
ター・公民館において，男性
の生活・自活能力を高めるた
めの講座や講演会を関連部
署と連携しながら，実施した。

－ 継続

地域にもっとも身近な生涯学
習施設である公民館等にお
いて，男性の生活・自活能力
を高めるための事業を関連
部署と連携しながら，展開す
る。

－

37 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑧　家庭における男
女共同参画の促進

男性の生活・自活能
力を高めるための事
業の実施

地域にもっとも身近な生涯
学習施設である公民館等に
おいて，男性の生活・自活能
力を高めるための事業を関
連部署と連携しながら，展開
する。・くらしき市民講座など
の各種講座の開催

男女共同参画推進セ
ンター

各種講座・講演会
の実施

居場所づくり，栄養など男性
の生活・自活能力を高めるた
めの講座を開講した。

－ 継続
居場所づくり，栄養など男性
の生活・自活能力を高めるた
めの講座を開講する。

－

38 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑧　家庭における男
女共同参画の促進

男性の家事・育児・介
護への参画意識の醸
成

男性の家事・育児・介護へ
の参画をテーマにした講座
を開催し，意識の醸成に努
める。

男女共同参画推進セ
ンター

各種講座・講演会
の実施

イクメン，イクジイなどの養成
講座を開催した。

－ 継続
イクメン，イクジイなどの養成
講座を開催する。

－

39 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑨　地域における男
女共同参画の促進

人材育成のための講
座等の実施

各種講座を実施し，さまざま
な分野で活躍できる人材の
育成に努める。

男女共同参画課
男女共同参画リー
ダー養成派遣事業

毎年全国規模で開催される
日本女性会議へ市民を派遣
し，男女共同参画活動のリー
ダーを養成。（平成27年度は
日本女性会議倉敷大会のた
め派遣なし）

－ 継続

秋田市で開催される日本女
性会議へ市民を派遣し，男女
共同参画活動のリーダーを養
成する。

99

40 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑨　地域における男
女共同参画の促進

人材育成のための講
座等の実施

各種講座を実施し，さまざま
な分野で活躍できる人材の
育成に努める。

男女共同参画課
男女共同参画推進セ
ンター

人材育成のための
講座等の実施

各種講座を実施し，さまざま
な分野で活躍できる人材の育
成に努めた。

－ 継続
各種講座を実施し，さまざま
な分野で活躍できる人材の育
成に努める。

－

41 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑨　地域における男
女共同参画の促進

地域で実施される啓
発活動への支援

人権学習推進事業を通し
て，地域で取り組まれる男女
平等と共同参画意識の啓発
活動への支援に努める。

市民学習センター

人権学習・教育推
進事業の実施
子ども会，婦人会
活動の支援

中学校単位で実施している人
権学習・教育推進事業により
地域で取り組まれる男女平等
や共同参画意識などの啓発
活動への支援に努めた。
また，事務局のある子ども会
や婦人会活動での啓発活動
の支援に努めた。

11,300 継続

人権学習推進事業を通して，
地域で取り組まれる男女平等
と共同参画意識の啓発活動
への支援に努める。

11,300

42 基本目標Ⅰ 重点目標３ P48
⑨　地域における男
女共同参画の促進

男女共同参画社会づ
くり功労者の表彰

男女共同参画を積極的に推
進している市民を表彰し，そ
の取組を公表する。

男女共同参画課
男女共同参画社会
づくり表彰事業（個
人の部）【再掲】

男女共同参画を積極的に推
進している市民を表彰し，公
表した。

－ 継続
男女共同参画を積極的に推
進している市民を表彰し，公
表する。

－

5
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43 基本目標Ⅰ 重点目標３ P49
⑩　防災における男
女共同参画の促進

自主防災組織への男
女共同参画の促進

自主防災組織，地域での防
災活動への女性参画の向上
を働きかける。

防災危機管理室
自主防災組織育成
事業

出前講座などにより，啓発を
行った。
（実績）出前講座 44回

－ 継続
出前講座などにより，啓発を
行う。

－

44 基本目標Ⅰ 重点目標３ P49
⑩　防災における男
女共同参画の促進

防災士の育成

防災士育成講座を実施し，
女性の視点も取り入れた防
災活動についての啓発を行
う。

防災危機管理室
防災士育成講座の
実施

防災士育成講座を実施し，啓
発を行った。
（実績）防災士育成講座 1回
　　　防災士資格取得者51人

3,112 継続
防災士育成講座を実施し，啓
発を行う。

3,046

45 基本目標Ⅰ 重点目標３ P49
⑪　国際化の中での
男女共同参画の促進

国際相互理解の促進
外国人とふれあう場を提供
し，相互理解を図る。

国際課
倉敷国際ふれあい
広場

世界の料理屋台，日本文化
ワークショップ，歌や踊りのパ
フォーマンス，フリーマーケッ
トなど市内で活動する国際交
流団体で構成される実行委
員会によって企画運営。例年
約１万人が参加。H26度の参
加者数は1万人。

2,298 継続

世界の料理屋台，日本文化
ワークショップ，歌や踊りのパ
フォーマンス，フリーマーケッ
トなど市内で活動する国際交
流団体で構成される実行委
員会によって企画運営。例年
約１万人が参加。

2,060

46 基本目標Ⅰ 重点目標３ P49
⑪　国際化の中での
男女共同参画の促進

外国における男女共
同参画の学習

外国のジェンダー意識や男
女共同参画についての講演
会等を開催する。

男女共同参画推進セ
ンター

外国のジェンダー
意識や男女共同参
画についての講演
会開催

外国のジェンダー意識や男女
共同参画についての講演会
等を開催した。

－ 継続
外国のジェンダー意識や男女
共同参画についての講演会
等を開催する。

－

47 基本目標Ⅰ 重点目標３ P49
⑪　国際化の中での
男女共同参画の促進

外国における男女共
同参画の学習

国・県・他都市の情報誌や
男女共同参画白書などの情
報を収集するとともに，男女
共同参画推進センターに設
置し市民に提供する。

男女共同参画推進セ
ンター

世界の動きの情報
収集及び情報提供

国・県・他都市の情報誌や男
女共同参画白書などの情報
を収集するとともに，男女共
同参画推進センターに設置し
市民に提供した。

－ 継続

国・県・他都市の情報誌や男
女共同参画白書などの情報
を収集するとともに，男女共
同参画推進センターに設置し
市民に提供する。

－

48 基本目標Ⅰ 重点目標４ P53
⑫　行政における女
性の参画促進

各種審議会等の女性
委員の登用の促進

各種審議会等の女性委員の
比率が上昇するよう，各種
審議会等を所管している担
当課に対し，女性委員の積
極的な登用を求める。

総務課

各種審議会等への
女性委員の登用を
求める依頼文の送
付

審議会委員への任用におい
て女性の登用を積極的に行う
こと，平成２７年度末における
審議会委員に占める女性の
割合の目標値を４０パーセン
トとすることなどを規定した
「審議会委員等の任用基準に
関する規程（平成９年倉敷市
訓令第２号）」に基づき，人権
政策部男女共同参画課長と
の連名で，各種審議会等へ
の女性委員の登用を求める
依頼文を各所属長あてに送
付した。

－ 継続

審議会委員への任用におい
て女性の登用を積極的に行う
こと，平成３２年度末における
審議会委員に占める女性の
割合の目標値を４０パーセン
トとすることなどを規定した
「審議会委員等の任用基準に
関する規程（平成９年倉敷市
訓令第２号）」に基づき，人権
政策部男女共同参画課長と
の連名で，各種審議会等へ
の女性委員の登用を求める
依頼文を各所属長あてに送
付する。

－

49 基本目標Ⅰ 重点目標４ P53
⑫　行政における女
性の参画促進

各種審議会等の女性
委員の登用の促進

各種審議会等の女性委員の
比率が上昇するよう，各種
審議会等を所管している担
当課に対し，女性委員の積
極的な登用を求める。

男女共同参画課

各種審議会等への
女性委員の登用を
求める依頼文の送
付

審議会委員への任用におい
て女性の登用を積極的に行う
こと，平成２７年度末における
審議会委員に占める女性の
割合の目標値を４０パーセン
トとすることなどを規定した
「審議会委員等の任用基準に
関する規程（平成９年倉敷市
訓令第２号）」に基づき，総務
部総務課長との連名で，各種
審議会等への女性委員の登
用を求める依頼文を各所属
長あてに送付した。

－ 継続

審議会委員への任用におい
て女性の登用を積極的に行う
こと，平成３２年度末における
審議会委員に占める女性の
割合の目標値を４０パーセン
トとすることなどを規定した
「審議会委員等の任用基準に
関する規程（平成９年倉敷市
訓令第２号）」に基づき，総務
部総務課長との連名で，各種
審議会等への女性委員の登
用を求める依頼文を各所属
長あてに送付するとともに未
達の所属からのヒアリングを
実施し適切な分析・助言を行
う。

－

50 基本目標Ⅰ 重点目標４ P53
⑫　行政における女
性の参画促進

各種審議会等の女性
委員の登用の促進

パートナーシップ向上セミ
ナー修了生のうち希望者を
審議会等の委員候補者とし
て登録するなど，方針決定
過程へ参画できる人材を育
成する。

男女共同参画課
各種審議会への推
薦

各種審議会担当課からの依
頼により委員として推薦した。

－ 継続

男女共同参画セミナー受講
生に，人材バンクへの登録を
呼びかけ，地域で啓発を行っ
てもらうとともに，各種審議会
担当課からの依頼により委員
として推薦する。

－
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51 基本目標Ⅰ 重点目標４ P53
⑫　行政における女
性の参画促進

男女平等な市職員の
管理職への登用

性別にかかわらず，真に能
力ある人材を管理職に登用
する。

人事課 定期人事異動

性別にかかわらず，能力ある
人材を管理職に登用する。
市職員の女性管理職比率
【目標 23.0％】

2,131
(№19の内数)

拡大

性別にかかわらず，能力ある
人材を管理職に登用する。
市職員の女性管理職比率
【目標 23.5％】

1,792
(№19の内数)

52 基本目標Ⅰ 重点目標４ P53
⑫　行政における女
性の参画促進

女性活躍推進法に基
づく事業主行動計画
の策定及び公表

女性職員の活躍に関する状
況把握・課題分析を踏まえ，
女性の活躍を推進するため
の取組を規定した行動計画
を策定し，これを公表する。
また，毎年，その取組状況を
公表する。

人事課

女性活躍推進法に
基づく特定事業主
行動計画の策定及
び公表

女性活躍推進法に基づく特
定事業主行動計画を策定し
た。

－ 継続

女性活躍推進法に基づき，女
性の職業選択に資する情報
を公表し，また，特定事業主
行動計画に基づく取組の実
施状況の公表を行う。

－

53 基本目標Ⅰ 重点目標４ P54
⑬　地域活動におけ
る女性の参画促進

地域リーダーの養成

まちづくりサロン（会議）を通
じて，地域のリーダーを養成
するとともに，性別によらな
い組織の意思決定の仕組み
づくりを啓発する。

市民活動推進課
倉敷市まちづくり
人材養成事業

自ら地域課題を解決できる人
材を養成するために，課題解
決協働モデル事業，ハンド
ブック作成事業を全7回実施
した。

1,494 継続

市民と協働のルールづくり推
進事業,地域づくり研修会を通
して，地域の課題を地域で話
し合う場づくりを行い，地域課
題を地域主体で解決する仕
組み作りを行う。

354

54 基本目標Ⅰ 重点目標４ P54
⑬　地域活動におけ
る女性の参画促進

男女共同参画推進
リーダーの養成

パートナーシップ向上セミ
ナーを開催し，男女共同参
画について広く学び，学習の
成果を地域で広めてもらうと
ともに，審議会等の委員とし
ての人材を養成する。

男女共同参画課
男女共同参画セミ
ナーの開催

市民を対象に，人材育成や
啓発を目的とし，全3回の講
座を行った。

－ 継続
市民を対象に，人材育成や
啓発を目的とし，全6回の講
座を行う。

－

55 基本目標Ⅰ 重点目標４ P54
⑭　事業所における
女性の参画促進

事業主に対する女性
の方針決定過程への
参画の拡大について
の働きかけ

事業所に対して，女性の方
針決定過程への参画の拡大
を働きかける。

労働政策課
事業所に対する正
規雇用等の要請
【再掲】

ハローワーク倉敷中央管内
の事業所に対し，管内市町雇
用対策協議会の会長である
倉敷市長名で，正規雇用をは
じめ，若年者雇用，障がい者
雇用等について要請文を送
付し，働きかけを行った。
事業所数　約３３０社　送付回
数　２回

60 継続

ハローワーク倉敷中央管内
の事業所に対し，管内市町雇
用対策協議会の会長である
倉敷市長名で，正規雇用をは
じめ，若年者雇用，障がい者
雇用等について要請文を送
付し，働きかけを行う。　送付
回数　２回

60

56 基本目標Ⅰ 重点目標４ P54
⑭　事業所における
女性の参画促進

事業主に対する女性
の方針決定過程への
参画の拡大について
の働きかけ

事業所に対して，女性の方
針決定過程への参画の拡大
を働きかける。

男女共同参画課
男女共同参画社会
づくり表彰事業（事
業所の部）【再掲】

男女共同参画を積極的に推
進している事業所を表彰し，
公表した。

－ 継続
男女共同参画を積極的に推
進している事業所を表彰し，
公表する。

－

57 基本目標Ⅱ 重点目標５ P59
⑮　社会制度・慣行
の見直しに向けた啓
発の充実

社会制度・慣行等の
見直しに向けた啓発
活動の実施

広報紙や啓発パンフレット，
ホームページを通して，社会
制度・慣行等を見直すきっか
けとなるような広報・啓発に
努める。
・くらしき男女共同参画
フォーラムの開催
・パートナーシップ向上セミ
ナー，作品展の開催
・情報誌「「WITHテリア」，
リーフレットの発行
・出前講座の実施
・懸垂幕の掲示と啓発パネ
ルの展示

男女共同参画課
社会制度・慣行等
の見直しに向けた
啓発

広報紙や啓発パンフレット，
ホームページを通して，社会
制度・慣行等を見直すきっか
けとなるような広報・啓発に努
めた。

－ 継続

広報紙や啓発パンフレット，
ホームページを通して，社会
制度・慣行等を見直すきっか
けとなるような広報・啓発に努
める。

－
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58 基本目標Ⅱ 重点目標５ P59
⑮　社会制度・慣行
の見直しに向けた啓
発の充実

社会制度・慣行等の
見直しに向けた啓発
活動の実施

広報紙や啓発パンフレット，
ホームページを通して，社会
制度・慣行等を見直すきっか
けとなるような広報・啓発に
努める。
・くらしき男女共同参画
フォーラムの開催
・パートナーシップ向上セミ
ナー，作品展の開催
・情報誌「「WITHテリア」，
リーフレットの発行
・出前講座の実施
・懸垂幕の掲示と啓発パネ
ルの展示

男女共同参画推進セ
ンター

各種講座の実施
男女共同参画推進センターに
おいて，男女共同参画講座な
どを開催した。

2,677 継続
男女共同参画推進センターに
おいて，男女共同参画講座な
どを開催する。

2,870

59 基本目標Ⅱ 重点目標５ P59
⑮　社会制度・慣行
の見直しに向けた啓
発の充実

社会制度・慣行等の
見直しに向けた啓発
活動の実施

広報紙や啓発パンフレット，
ホームページを通して，社会
制度・慣行等を見直すきっか
けとなるような広報・啓発に
努める。
・くらしき男女共同参画
フォーラムの開催
・パートナーシップ向上セミ
ナー，作品展の開催
・情報誌「「WITHテリア」，
リーフレットの発行
・出前講座の実施
・懸垂幕の掲示と啓発パネ
ルの展示

男女共同参画推進セ
ンター

男女共同参画推進
センター登録団体
への事業委託

男女共同参画推進センター
登録団体に，男女共同参画，
ジェンダー，慣習しきたり，
ワーク・ライフ・バランスなど
のテーマで啓発事業を委託し
た。

395 継続

男女共同参画推進センター
登録団体に，男女共同参画，
ジェンダー，慣習しきたり，
ワーク・ライフ・バランスなど
のテーマで啓発事業を委託
する。

500

60 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

保育・教育関係者対象の男
女平等教育と共同参画に関
する研修会等の充実を図
り，あらゆる保育・教育活動
を通して，男女平等と共同参
画の意識を育てる。
・男女平等教育を進める研
修プログラムの作成
・保育・教育関係者対象の
研修会・講演会の開催

保育・幼稚園課 公開保育の実施
「人権を大切にする心を育て
る保育」の視点に立ち，公開
保育を３園で実施した。

－ 継続
「人権を大切にする心を育て
る保育」の視点に立ち，公開
保育を３園で実施する。

－

61 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

保育・教育関係者対象の男
女平等教育と共同参画に関
する研修会等の充実を図
り，あらゆる保育・教育活動
を通して，男女平等と共同参
画の意識を育てる。
・男女平等教育を進める研
修プログラムの作成
・保育・教育関係者対象の
研修会・講演会の開催

保育・幼稚園課 講演会の開催

園長・保育士対象に講演会を
開催すると共に，各保育園に
おいて保護者を対象に人権
に関する講演会やビデオ視
聴を通して人権学習を実施し
た。

－ 継続

園長・保育士対象に講演会を
開催（1回）すると共に，各保
育園において保護者を対象
に人権に関する講演会やビ
デオ視聴を通して人権学習を
実施する。

－

62 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

保育・教育関係者対象の男
女平等教育と共同参画に関
する研修会等の充実を図
り，あらゆる保育・教育活動
を通して，男女平等と共同参
画の意識を育てる。
・男女平等教育を進める研
修プログラムの作成
・保育・教育関係者対象の
研修会・講演会の開催

人権教育推進室
学校園人権教育研
修事業

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女混
合名簿の意義，体制づくりの
在り方について周知した。

－ 継続

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女混
合名簿の意義，体制づくりの
在り方について周知する。

－
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くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
（千円）

事業内容
予算額
（千円）

施策の内容 所管 事業名№ 基本目標 重点目標
計画

ページ
施策の方向 施策

今後の
方向性

平成27年度実績 平成28年度計画

63 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

保育・教育関係者対象の男
女平等教育と共同参画に関
する研修会等の充実を図
り，あらゆる保育・教育活動
を通して，男女平等と共同参
画の意識を育てる。
・男女平等教育を進める研
修プログラムの作成
・保育・教育関係者対象の
研修会・講演会の開催

指導課 人権教育の推進

人権教育の学習や道徳，保
健，学級活動の時間におい
て，自他を尊重する気もちの
育成や健全な異性観につい
て指導した。

－ 継続

保育・教育関係者対象の男
女平等教育と共同参画に関
する研修会等の充実を図り，
あらゆる保育・教育活動を通
して，男女平等と共同参画の
意識を育てる。

－

64 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

固定的性別役割分担の点検
や男女混合名簿の導入等に
より，真に男女平等な環境
づくりと子どもの心身の発達
段階に応じた保育・学習内
容と指導の充実を図る。ま
た，個人の能力に応じて進
路選択ができるよう，男女共
同参画の視点に立った生徒
指導・進路指導に努める。
・男女平等教育に関する指
導資料の整備
・男女混合名簿の導入
・男女共同参画の視点での
進路に関する学習の充実

保育・幼稚園課
男女平等教育の推
進

保育を通じて，男女平等意識
を育てる環境づくりや，園内
での性別の固定的役割や区
別の見直しを継続して行っ
た。

－ 継続

保育を通じて，男女平等意識
を育てる環境づくりや，園内
での性別の固定的役割や区
別の見直しを継続して行って
いく。

－

65 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

固定的性別役割分担の点検
や男女混合名簿の導入等に
より，真に男女平等な環境
づくりと子どもの心身の発達
段階に応じた保育・学習内
容と指導の充実を図る。ま
た，個人の能力に応じて進
路選択ができるよう，男女共
同参画の視点に立った生徒
指導・進路指導に努める。
・男女平等教育に関する指
導資料の整備
・男女混合名簿の導入
・男女共同参画の視点での
進路に関する学習の充実

保育・幼稚園課
男女混合名簿の導
入

各種名簿の見直しを継続して
実施した。

－ 継続
各種名簿の見直しを継続して
実施する。

－

66 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

固定的性別役割分担の点検
や男女混合名簿の導入等に
より，真に男女平等な環境
づくりと子どもの心身の発達
段階に応じた保育・学習内
容と指導の充実を図る。ま
た，個人の能力に応じて進
路選択ができるよう，男女共
同参画の視点に立った生徒
指導・進路指導に努める。
・男女平等教育に関する指
導資料の整備
・男女混合名簿の導入
・男女共同参画の視点での
進路に関する学習の充実

人権教育推進室
学校園人権教育研
修事業【再掲】

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女混
合名簿の意義，体制づくりの
在り方について周知した。

－ 継続

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女混
合名簿の意義，体制づくりの
在り方について周知する。

－
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くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
（千円）

事業内容
予算額
（千円）

施策の内容 所管 事業名№ 基本目標 重点目標
計画

ページ
施策の方向 施策

今後の
方向性

平成27年度実績 平成28年度計画

67 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

保育・教育の場にお
ける男女平等と共同
参画の意識づくり

固定的性別役割分担の点検
や男女混合名簿の導入等に
より，真に男女平等な環境
づくりと子どもの心身の発達
段階に応じた保育・学習内
容と指導の充実を図る。ま
た，個人の能力に応じて進
路選択ができるよう，男女共
同参画の視点に立った生徒
指導・進路指導に努める。
・男女平等教育に関する指
導資料の整備
・男女混合名簿の導入
・男女共同参画の視点での
進路に関する学習の充実

指導課
人権教育の推進
男女混合名簿の導
入

学校訪問を実施して，男女の
区別や固定的な役割がない
かどうかを指導したり，学校
の実態に応じた研修会等を
通して，男女混合名簿の導入
を働きかけた。
幼稚園５３園，小学校６３校，
中学校２６校，高等学校５校，
特別支援学校１校を訪問。

－ 継続

固定的性別役割分担の点検
や男女混合名簿の導入等に
より，真に男女平等な環境
づくりと子どもの心身の発
達段階に応じた保育・学習
内容と指導の充実を図る。
また，個人の能力に応じて
進路選択ができるよう，男
女共同参画の視点に立った
生徒指導・進路指導に努め
る。

－

68 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

性・命にかかわる保
育・教育の充実

年齢や発達段階に応じた適
切な性教育を実施するととも
に，命の尊さについての保
育・教育の充実に努める。
・発達段階に応じた適切な
性教育の実施
・発達段階に応じた命の尊さ
についての保育・教育の実
施

保育・幼稚園課
命の大切さについ
ての保育

保育の中で，異年齢児との関
わりや地域の小・中学校や高
齢者とのふれあいを通して，
思いやりや感謝の気持ちを育
てたり，動植物の飼育や栽培
を通して，生命の大切さを知
らせた。

－ 継続

保育の中で，異年齢児との関
わりや地域の小・中学校や高
齢者とのふれあいを通して，
思いやりや感謝の気持ちを育
てたり，動植物の飼育や栽培
を通して，生命の大切さを教
えていく。

－

69 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

性・命にかかわる保
育・教育の充実

年齢や発達段階に応じた適
切な性教育を実施するととも
に，命の尊さについての保
育・教育の充実に努める。
・発達段階に応じた適切な
性教育の実施
・発達段階に応じた命の尊さ
についての保育・教育の実
施

人権教育推進室
学校園人権教育研
修事業

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，児童生
徒の発達段階に応じた命の
尊さ等について周知した。

－ 継続

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，児童生
徒の発達段階に応じた命の
尊さ等について周知する。

－

70 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

性・命にかかわる保
育・教育の充実

年齢や発達段階に応じた適
切な性教育を実施するととも
に，命の尊さについての保
育・教育の充実に努める。
・発達段階に応じた適切な
性教育の実施
・発達段階に応じた命の尊さ
についての保育・教育の実
施

指導課
性・命にかかわる
授業の推進

道徳や保健の授業において，
性に関する正しい知識を身に
付けさせるとともに，性や命
の大切さについて指導した。
また，総合的な学習の時間
に，福祉や健康のテーマを学
習活動に位置付けるなど，命
や高齢者，福祉に関する学習
を行った。

－ 継続

年齢や発達段階に応じた適
切な性教育を実施するととも
に，命の尊さについての保
育・教育の充実に努める。

－

71 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

男女平等に関する資
料の作成と活用

中学２年生を対象に啓発誌
「ONE　STEP　UP」を，学級
活動，人権学習，総合的な
学習の時間等で活用するた
め，市内全中学校へ配布す
る。

男女共同参画課
啓発誌「ONE
STEP　UP」の配付

中学２年生を対象の啓発誌
「ONE STEP UP」(5,000冊)を
市内全中学校へ配付し，人権
学習，総合学習等で活用して
もらうよう依頼した。

300 継続

中学２年生を対象の啓発誌
「ONE STEP UP」(5,000冊)を
市内全中学校へ配付し，人権
学習，総合学習等で活用して
もらうよう依頼。今年度は内
容の見直しを行いＬＧＢＴなど
新たな課題を盛り込む。

300

72 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

相談体制の拡充
男性の男女共同参画に関す
る相談を行う。

男女共同参画推進セ
ンター

男性からの相談対
応

県実施の「男性のための悩み
相談」を必要な方にＰＲした。

－ 継続
県実施の「男性のための悩み
相談」を必要な方にＰＲする。

－

73 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

保育・幼稚園課
公開保育の実施
【再掲】

「人権を大切にする心を育て
る保育」の視点に立ち，公開
保育を３園で実施した。

－ 継続
「人権を大切にする心を育て
る保育」の視点に立ち，公開
保育を３園で実施する。

－
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74 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

保育・幼稚園課
講演会の開催【再
掲】

園長・保育士対象に講演会を
開催すると共に，各保育園に
おいて保護者を対象に人権
に関する講演会やビデオ視
聴を通して人権学習を実施し
た。

－ 継続

園長・保育士対象に講演会を
開催（1回）すると共に，各保
育園において保護者を対象
に人権に関する講演会やビ
デオ視聴を通して人権学習を
実施する。

－

75 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

保育・幼稚園課
男女平等教育の推
進【再掲】

保育を通じて，男女平等意識
を育てる環境づくりや，園内
での性別の固定的役割や区
別の見直しを継続して行っ
た。

－ 継続

保育を通じて，男女平等意識
を育てる環境づくりや，園内
での性別の固定的役割や区
別の見直しを継続して行って
いく。

－

76 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

保育・幼稚園課
男女混合名簿の導
入【再掲】

各種名簿の見直しを継続して
実施した。

－ 継続
各種名簿の見直しを継続して
実施する。

－

77 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

保育・幼稚園課
講演会の開催【再
掲】

園長・保育士対象に講演会を
開催すると共に，各保育園に
おいて保護者を対象に人権
に関する講演会やビデオ視
聴を通して人権学習を実施し
た。

－ 継続

園長・保育士対象に講演会を
開催（1回）すると共に，各保
育園において保護者を対象
に人権に関する講演会やビ
デオ視聴を通して人権学習を
実施する。

－

78 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

人権教育推進室
学校園人権教育研
修事業【再掲】

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女混
合名簿の意義，体制づくりの
在り方について周知した。

－ 継続

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女混
合名簿の意義，体制づくりの
在り方について周知する。

－

79 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

指導課
人権教育の推進
【再掲】

人権教育の学習や道徳，保
健，学級活動の時間におい
て，自他を尊重する気もちの
育成や健全な異性観につい
て指導した。

－ 継続

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の場
で，男女平等観が形成される
人権教育の推進を図る。

－

80 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

指導課
人権教育の推進
男女混合名簿の導
入【再掲】

学校訪問を実施して，男女の
区別や固定的な役割がない
かどうかを指導したり，学校
の実態に応じた研修会等を
通して，男女混合名簿の導入
を働きかけた。
幼稚園５３園，小学校６３校，
中学校２６校，高等学校５校，
特別支援学校１校を訪問。

－ 継続

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の場
で，男女平等観が形成される
人権教育の推進を図る。

－

81 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

指導課
人権教育の推進
【再掲】

学校教育における人権教育
推進の中で，男女平等の視
点がもてるよう指導を充実さ
せた。

－ 継続

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の場
で，男女平等観が形成される
人権教育の推進を図る。

－

82 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

男女共同参画課
ＤＶ防止に関する
啓発パンフレットの
作成・配布【再掲】

男女共同参画セミナーや出
前講座で，ＤＶ防止のパンフ
レットを配付して啓発に努め
た。本庁及び男女共同参画
推進ｾﾝﾀｰでパネル展を開催
した。

－ 継続

男女共同参画セミナーや出
前講座で，ＤＶ防止のパンフ
レットを配付して啓発に努め
る。本庁及び男女共同参画
推進ｾﾝﾀｰ及びくらしき男女共
同参画フォーラム会場等でパ
ネル展を開催する。

－

83 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

男女共同参画課
ＤＶ防止講座など
の開催【再掲】

「パートナーシップ向上セミ
ナー」にＤＶをテーマとした講
座を組み込んで実施した。

－ 継続
「パートナーシップ向上セミ
ナー」にＤＶをテーマとした講
座を組み込んで実施する。

－
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84 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

男女共同参画課
ＤＶ防止の出前講
座の開催【再掲】

市内の学校や事業所からの
依頼に基づき，出前講座を開
催した。

－ 継続
市内の学校や事業所からの
依頼に基づき，出前講座を開
催する。

－

85 基本目標Ⅱ 重点目標５ P60
⑯　男女共同参画意
識を育む教育の推進
と環境整備

人権教育の推進

保育・教育の場や社会教育
の場などさまざまな学習の
場で，男女平等観が形成さ
れる人権教育の推進を図
る。

男女共同参画課
ＤＶ防止の啓発ビ
デオ等の収集・提
供【再掲】

国・民間が作成した啓発ビデ
オを収集し，出前講座等で活
用した。

－ 継続
国・民間が作成した啓発ビデ
オを収集し，出前講座等で活
用する。

－

86 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61
⑰　多様な生涯学習
の機会の提供

男性や若者も参加し
やすい講座・セミナー
等の開催

開催日時の工夫等，男性や
若者も参加しやすい学習の
場を提供し，男女共同参画
の意義についての理解を促
進する。

男女共同参画課
男性や若者が参加
しやすい行事の検
討

男性や若者が参加できるよう
に，行事の名称・テーマ，開
催日時，内容などを見直し
た。

－ 継続
男性や若者が参加できるよう
に，行事の名称・テーマ，開
催日時，内容などを見直す。

－

87 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61
⑰　多様な生涯学習
の機会の提供

公民館における講座
の充実

地域にもっとも身近な生涯
学習施設である公民館にお
いて，男女平等と共同参画
の意識啓発につながる事業
を関連部署と連携しながら，
展開することにより，啓発活
動に努める。

市民学習センター
各種講座・講演会
の実施

くらしき市民講座などにより，
地域にもっとも身近な生涯学
習施設である市民学習セン
ター・公民館において，男女
平等と共同参画の意識啓発
につながる講座や講演会を
関連部署と連携しながら実施
した。

－ 継続

地域にもっとも身近な生涯学
習施設である公民館におい
て，男女平等と共同参画の意
識啓発につながる事業を関
連部署と連携しながら，展開
することにより，啓発活動に
努める。

－

88 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61

⑱　男女共同参画に
関する調査・研究の
推進と情報収集・提
供

男女共同参画に関す
る情報の収集・提供

図書館などにおいて，男女
共同参画に関する書籍の収
集・貸出を行ったり，男女共
同参画に関する特集を行っ
たりすることで，市民の個々
の意識啓発や各種啓発活動
を支援する。

中央図書館 資料収集・提供

男女共同参画やｼﾞｪﾝﾀﾞｰに関
する図書を全館で68冊受入
し，市民に提供した。また市
内全図書館で男女共同参画
関係資料の特集展示を行
い，全館合わせて420冊を展
示，啓発に努めた。

－ 継続

男女共同参画に関する書籍
の収集・貸出を行ったり，男
女共同参画に関する特集展
示を行い，市民の個々の意
識啓発や各種啓発活動を支
援する。

－

89 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61

⑱　男女共同参画に
関する調査・研究の
推進と情報収集・提
供

男女共同参画に関す
る情報の収集・提供

図書館などにおいて，男女
共同参画に関する書籍の収
集・貸出を行ったり，男女共
同参画に関する特集を行っ
たりすることで，市民の個々
の意識啓発や各種啓発活動
を支援する。

市民学習センター
図書室での書籍の
収集・貸出

図書室で，男女共同参画に
関する書籍の収集・貸出を
行ったり，男女共同参画に関
する特集を行ったりすること
で，市民の個々の意識啓発
や各種啓発活動を支援した。

－ 継続

図書館で，男女共同参画に
関する書籍の収集・貸出を
行ったり，男女共同参画に関
する特集を行ったりすること
で，市民の個々の意識啓発
や各種啓発活動を支援する。

－

90 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61

⑱　男女共同参画に
関する調査・研究の
推進と情報収集・提
供

男女共同参画に関す
る情報の収集・提供

市民及び事業所を対象に，
男女共同参画に関するアン
ケートを実施し，結果をホー
ムページや冊子により公表
し啓発を図るとともに，ダイ
ジェスト版を出前講座などで
啓発資料として活用する。

男女共同参画課

市民及び事業所を
対象に行った男女
共同参画に関する
アンケート結果の
公表と活用

平成26年度実施の市民及び
事業所を対象とした男女共同
参画に関するアンケート結果
のダイジェスト版を，広く配布
するとともにホームページで
公開した。また，講座等で啓
発資料として活用した。

－ 継続

平成26年度実施の市民及び
事業所を対象とした男女共同
参画に関するアンケート結果
のダイジェスト版を，広く配布
するとともにホームページで
公開する。また，講座等で啓
発資料として活用する。

－

91 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61

⑱　男女共同参画に
関する調査・研究の
推進と情報収集・提
供

男女共同参画に関す
る情報の収集・提供

国・県・他都市等の男女共
同参画に関する資料等を収
集し，ホームページ等を通じ
て情報提供を行う。

男女共同参画課 資料収集・提供

男女共同参画に関する国・
県・他都市等の資料等の収
集に努め，広報紙やホーム
ページなど各種媒体を通じて
情報提供を行った。

－ 継続

男女共同参画に関する国・
県・他都市等の資料等の収
集に努め，広報紙やホーム
ページなど各種媒体を通じて
情報提供を行う。

－

92 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61

⑱　男女共同参画に
関する調査・研究の
推進と情報収集・提
供

男女共同参画に関す
る情報の収集・提供

国・県・他都市等の男女共
同参画に関する資料等を収
集し，ホームページ等を通じ
て情報提供を行う。

男女共同参画推進セ
ンター

書籍の収集・貸出
国・県・他都市等の情報誌や
書籍の収集・貸出を行った。

－ 継続
国・県・他都市等の情報誌や
書籍の収集・貸出を行う。

－

93 基本目標Ⅱ 重点目標５ P61

⑱　男女共同参画に
関する調査・研究の
推進と情報収集・提
供

男女共同参画に関す
る情報の収集・提供

人権や男女平等・共同参画
に関するビデオの収集・貸
出を行う。

人権推進室

人権啓発ビデオの
購入・貸出及び啓
発冊子を作成，配
布

男女平等・共同参画のほか，
人権に関する啓発ビデオを購
入し，学校園，企業，町内会
等の団体への貸出しを行っ
た。

578 継続

男女平等・共同参画のほか，
人権に関する啓発ビデオを購
入し，学校園，企業，町内会
等の団体への貸出しを行う。
また啓発冊子を作成し，イベ
ント等で配付する。

559

12



くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
（千円）

事業内容
予算額
（千円）

施策の内容 所管 事業名№ 基本目標 重点目標
計画

ページ
施策の方向 施策

今後の
方向性

平成27年度実績 平成28年度計画

94 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
⑲　メディア等におけ
る男女の人権に配慮
した表現の促進

表現の配慮の推進

市の刊行物やウェブサイトに
おいて，人権や男女平等・男
女共同参画に配慮した表現
を推進する。

くらしき情報発信課

広報紙など市の刊
行物等における人
権，男女平等・共
同参画に配慮した
表現の推進

広報紙等の原稿を，手引書
に基づき，人権，男女平等・
共同参画に配慮した表現がさ
れているかチェックするなど，
注意を払って掲載した。

－ 継続

広報紙等の原稿を，手引書
に基づき，人権，男女平等・
共同参画に配慮した表現がさ
れているかチェックするなど，
注意を払って掲載する。

－

95 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
⑲　メディア等におけ
る男女の人権に配慮
した表現の促進

表現の配慮の推進

市の刊行物やウェブサイトに
おいて，人権や男女平等・男
女共同参画に配慮した表現
を推進する。

男女共同参画課 表現の配慮

市の刊行物やウェブサイト等
において，人権や男女平等・
共同参画に配慮した表現を
推進した。

－ 継続

市の刊行物やウェブサイト等
において，人権や男女平等・
共同参画に配慮した表現を
推進する。

－

96 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
⑳　性の商品化を許
さない意識の浸透

性に起因する人権侵
害や犯罪の防止の啓
発

性に起因する人権侵害や犯
罪を防止するため，広報・啓
発に努め，市民意識の醸成
を図る。

男女共同参画課
啓発パンフレットな
どの作成・配布

表現の手引きを講座の受講
生や推進団体等に配布し啓
発に努めた。

－ 継続
表現の手引きを講座の受講
生や推進団体等に配布し啓
発に努める。

－

97 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
⑳　性の商品化を許
さない意識の浸透

性に起因する人権侵
害や犯罪の防止の啓
発

性に起因する人権侵害や犯
罪を防止するため，広報・啓
発に努め，市民意識の醸成
を図る。

男女共同参画課
性の商品化につい
て考える講座の開
催

男女共同参画セミナーや出
前講座に盛り込んだ。

－ 継続
男女共同参画セミナーや出
前講座に盛り込む。

－

98 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
㉑　性的指向と性別
違和に関する理解の
促進

性的指向と性別違和
に関する理解の促進

性的指向と性別違和に対す
る偏見や差別の解消をめざ
し，性的指向等に関する正し
い知識と理解を深め，問題
解決に向けた啓発活動に取
り組む。

人権推進室

人権啓発ビデオの
購入・貸出及び啓
発冊子を作成，配
布

新規

性的指向と性別違和のほか，
人権に関する啓発ビデオを購
入し，学校園，企業，町内会
等の団体への貸出しを行う。
啓発冊子を作成し，イベント
等で配付する。

559

99 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
㉑　性的指向と性別
違和に関する理解の
促進

性的指向と性別違和
に関する理解の促進

性的指向と性別違和に対す
る偏見や差別の解消をめざ
し，性的指向等に関する正し
い知識と理解を深め，問題
解決に向けた啓発活動に取
り組む。

男女共同参画推進セ
ンター

各種講座の実施
男女共同参画推進センターに
おいて，ＬＧＢＴに関する講座
などを開催した。

－ 継続
男女共同参画推進センターに
おいて，ＬＧＢＴに関する講座
などを開催する。

－

100 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
㉑　性的指向と性別
違和に関する理解の
促進

児童生徒の性的指向
や性別違和に対する
きめ細かな対応

学校生活において，自分の
性別に違和を感じる児童生
徒に対し，個別の事案に応
じ，心情等に配慮した対応を
行う。また，性的指向や性別
違和により悩みを抱える児
童生徒に対する相談体制等
を充実させる。いかなる理由
でも，学級等でいじめや差別
を許さない人権教育を積極
的に推進する。

人権教育推進室
学校園人権教育研
修事業

人権教育担当者の研修会を
通して，性的指向や性別違和
に対するきめ細かな対応につ
いて周知した。

－ 継続

市内の学校や事業所からの
依頼に基づき，出前講座を開
催する。
今年度は、課題研究委員会
において「性の多様性を認め
合う児童生徒の育成」をテー
マに課題研究を行い授業実
践を行う。

－

101 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
㉑　性的指向と性別
違和に関する理解の
促進

児童生徒の性的指向
や性別違和に対する
きめ細かな対応

学校生活において，自分の
性別に違和を感じる児童生
徒に対し，個別の事案に応
じ，心情等に配慮した対応を
行う。また，性的指向や性別
違和により悩みを抱える児
童生徒に対する相談体制等
を充実させる。いかなる理由
でも，学級等でいじめや差別
を許さない人権教育を積極
的に推進する。

指導課 人権教育の推進

学校教育の中で，人権教育を
積極的に推進し，いかなる理
由でも，学級等でいじめや差
別を許さない態度の育成を
図った。

－ 継続

学校生活において，自分の性
別に違和を感じる児童生徒に
対し，個別の事案に応じ，心
情等に配慮した対応を行う。
また，性的指向や性別違和に
より悩みを抱える児童生徒に
対する相談体制等を充実させ
る。いかなる理由でも，学級
等でいじめや差別を許さない
人権教育を積極的に推進す
る。

－

102 基本目標Ⅱ 重点目標６ P65
㉑　性的指向と性別
違和に関する理解の
促進

児童生徒の性的指向
や性別違和に対する
きめ細かな対応

学校生活において，自分の
性別に違和を感じる児童生
徒に対し，個別の事案に応
じ，心情等に配慮した対応を
行う。また，性的指向や性別
違和により悩みを抱える児
童生徒に対する相談体制等
を充実させる。いかなる理由
でも，学級等でいじめや差別
を許さない人権教育を積極
的に推進する。

保健体育課
人権教育の推進

学校教育の中で，人権教育を
積極的に推進し，いかなる理
由でも，学級等でいじめや差
別を許さない態度の育成を
図った。
※平成27年度途中より実施

－ 新規

学校教育の中で保健体育授
業や学級活動，ホームルーム
活動等において性に関する
指導を実施する。またセク
シャルマイノリティについて養
護教諭や教職員が正しい理
解をもち個々の相談に対応す
る。

－
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くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
（千円）

事業内容
予算額
（千円）

施策の内容 所管 事業名№ 基本目標 重点目標
計画

ページ
施策の方向 施策

今後の
方向性

平成27年度実績 平成28年度計画

103 基本目標Ⅲ 重点目標７ P68
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

健康相談の充実
心や体の悩みなどについ
て，窓口や電話などの健康
相談を充実する。

健康づくり課 健康相談
窓口・電話による健康相談を
実施した。

－ 継続
窓口・電話による健康相談を
実施する。

－

104 基本目標Ⅲ 重点目標７ P68
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

母子保健施策の充実

母子の健康な生活を支援す
るため，妊娠から出産子育
てまでの一貫した健康診
査，保健指導，相談などの
サービスを充実する。

健康づくり課
妊婦乳児健康診査
事業

・おやこ健康手帳の交付
・妊婦一般健康診査
・乳児一般健康診査

459,310 継続
新たに妊婦健診に不規則抗
体検査とＢ群溶血性レンサ球
菌検査を追加する。

505,252

105 基本目標Ⅲ 重点目標７ P68
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

さまざまな悩みにつ
いての相談体制の充
実

健康や生活の安定と自立の
ために，必要に応じて適切
な相談ができるよう各種相
談の相談時間・体制の充実
を図る。また，専門相談員を
配置するなど質の向上や相
談しやすい環境をつくる。

男女共同参画推進セ
ンター

相談事業

さまざまな悩みを持った人
からの相談を受けるととも
に，必要な助言，情報提供
を行った。

－ 拡大

さまざまな悩みを持った人か
らの相談を受けるとともに，必
要な助言，情報提供を行う。
※今年度相談員1名増員し高
梁川流域圏域の相談を受け
る。

－

106 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

心の健康づくり支援

自殺やうつ病予防など心と
体の健康づくりのための知
識の普及や啓発，相談体制
の充実を図る。
・心の健康づくりに関する普
及・啓発の実施
・心の健康相談の充実
・職域と連携した支援

保健課
心の健康づくり講
座

精神障がいの正しい理解促
進のため，講演や当事者との
交流をくらしき心ほっとサポー
ター等関係機関と協働企画で
実施した。

244 継続

精神障がいの正しい理解促
進のため，講演や当事者との
交流をくらしき心ほっとサポー
ター等関係機関と協働企画で
実施する。

296

107 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

心の健康づくり支援

自殺やうつ病予防など心と
体の健康づくりのための知
識の普及や啓発，相談体制
の充実を図る。
・心の健康づくりに関する普
及・啓発の実施
・心の健康相談の充実
・職域と連携した支援

保健課
自殺予防対策事業
　（職域との連携を
含む）

自殺対策について考える「生
きるを支えるフォーラム」を実
施し，講演会だけでなく関係
機関の活動発表を行いネット
ワーク強化を目指した。また，
人材育成として，ゲートキー
パーの養成を行った。自殺の
再発を防ぐ自殺未遂者支援
事業を行った。

4,491 継続

自殺対策について考える「生
きるを支えるフォーラム」を実
施し，講演会だけでなく関係
機関の活動発表を行いネット
ワーク強化を目指す。また，
人材育成として，ゲートキー
パーの養成を行う。自殺の再
発を防ぐ自殺未遂者支援事
業を行う。

4,489

108 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

心の健康づくり支援

自殺やうつ病予防など心と
体の健康づくりのための知
識の普及や啓発，相談体制
の充実を図る。
・心の健康づくりに関する普
及・啓発の実施
・心の健康相談の充実
・職域と連携した支援

保健課 心の健康相談
心の健康について専門医に
よる相談を実施した。

168 継続
心の健康について専門医に
よる相談を実施する。

320

109 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

疾病予防と健康づくり
の充実

性差を踏まえた心身の健康
に関する正しい知識の普及･
啓発を行い生活習慣病の予
防対策を推進する。
・健診の受診機会の少ない
女性への健診機会の提供
・働く女性に配慮した健診の
実施

健康づくり課
女性の健康づくり
推進事業

・女性の一般健康診査の実
施 14,446 継続

・女性の一般健康診査の実
施 14,871

110 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69
㉒　生涯にわたる男
女の健康の包括的な
支援

疾病予防と健康づくり
の充実

性差を踏まえた心身の健康
に関する正しい知識の普及･
啓発を行い生活習慣病の予
防対策を推進する。
・検診の受診機会の少ない
女性への検診機会の提供
・働く女性に配慮した検診の
実施

健康づくり課 健康増進事業
・乳がん検診の実施
・子宮頸がん検診の実施

280,888 継続
・乳がん検診の実施
・子宮頸がん検診の実施

308,885
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くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
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計画

ページ
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今後の
方向性

平成27年度実績 平成28年度計画

111 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）

安全な妊娠出産の確
保

妊娠･出産期の健康管理の
充実とともに，経済的負担の
軽減を図る。
また，妊娠を望む女性への
不妊治療に関する相談・経
済的支援の充実を図る。
・おやこ健康手帳の交付･妊
婦相談の実施
・妊婦健康診査公費負担・
特定不妊治療費助成など経
済的支援の実施
・産後ケア事業

健康づくり課
妊婦乳児健康診査
事業【再掲】

・おやこ健康手帳の交付
・妊婦一般健康診査
・乳児一般健康診査

459,310 継続
新たに妊婦健診に不規則抗
体検査とＢ群溶血性レンサ球
菌検査を追加する。

505,252

112 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）

安全な妊娠出産の確
保

妊娠･出産期の健康管理の
充実とともに，経済的負担の
軽減を図る。
また，妊娠を望む女性への
不妊治療に関する相談・経
済的支援の充実を図る。
・おやこ健康手帳の交付･妊
婦相談の実施
・妊婦健康診査公費負担・
特定不妊治療費助成など経
済的支援の実施
・産後ケア事業

健康づくり課
特定不妊治療助成
事業

不妊症のため，子どもを持て
ない夫婦の体外受精又は，
顕微授精に対し，治療費の一
部を助成する。

72,386 継続

平成２８年度より年齢制限
（妻の年齢が４３歳未満の治
療について助成），助成回数
上限改正の全面適用開始

109,642

113 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）

性感染症の予防のた
めの正しい知識の普
及

エイズや性感染症の予防に
関する啓発活動，相談･検査
を通じて健康支援をする。・
エイズや性感染症に関する
普及啓発，相談，検査の実
施

保健課
エイズ予防普及啓
発活動

①エイズ出前講座等健康教
育（外部講師を派遣し，エイ
ズ・性感染症予防についての
講演）を行った。
②世界エイズデーイベント等
普及啓発（啓発グッズの配
布，エイズ展示）を行った。

453 継続

①エイズ出前講座等健康教
育（外部講師を派遣し，エイ
ズ・性感染症予防についての
講演）を行う。
②世界エイズデーイベント等
普及啓発（啓発グッズの配
布，展示）を行う。

625

114 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）

性感染症の予防のた
めの正しい知識の普
及

エイズや性感染症の予防に
関する啓発活動，相談･検査
を通じて健康支援をする。・
エイズや性感染症に関する
普及啓発，相談，検査の実
施

保健課 エイズ相談
エイズホットライン，電話，窓
口で相談を実施

2,295 継続
エイズホットライン，電話，窓
口で相談を実施

2,559

115 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）

性感染症の予防のた
めの正しい知識の普
及

エイズや性感染症の予防に
関する啓発活動，相談･検査
を通じて健康支援をする。・
エイズや性感染症に関する
普及啓発，相談，検査の実
施

保健課 エイズ検査
感染不安がある検査希望者
に対し匿名・無料で検査を実
施（通常検査・迅速検査）

835 拡大

感染不安がある検査希望者
に対し匿名・無料で検査を実
施（通常検査・迅速検査）
通常検査で，梅毒の検査を追
加する。

986

116 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）

出前講座の開催

「いつまでも輝いて　女性の
健康を応援します」をテーマ
に出前講座を開催し，健康
づくりを支援する。

健康づくり課
健康教育・出前講
座

更年期・骨粗しょう症等女性
特有の健康課題についての
啓発を実施

856 継続
更年期・骨粗しょう症等女性
特有の健康課題についての
啓発を実施。

813

117 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）につい
ての意識づくり

心と体の健康講座の
実施

女性の心と体の健康をテー
マとする講座を実施し，健康
づくりについての啓発に努め
る。

男女共同参画推進セ
ンター

心と体の健康講座
の実施

女性の心と体の健康をテーマ
とする講座を実施し，健康づく
りについての啓発に努めた。

－ 継続
女性の心と体の健康をテーマ
とする講座を実施し，健康づく
りについての啓発に努める。

－

118 基本目標Ⅲ 重点目標７ P69

㉓　女性の性と生殖
に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ）につい
ての意識づくり

女性の検診の受診勧
奨

女性のがん（乳がん，子宮
がん）の早期発見，早期治
療の必要性を啓発

健康づくり課
健康教育・出前講
座

乳がん・子宮がん検診の必要
性について必要性を啓発

856 継続
乳がん・子宮がん検診の必要
性について必要性を啓発

813

15
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119 基本目標Ⅲ 重点目標８ P72
㉔　複合的な困難を
抱える人への支援

生活相談への積極的
対応

生活困難に関するさまざま
な相談に対して，相談者と行
政の各部署，民間団体等が
連携し，解決・支援を図る。・
生活困窮者自立相談支援

福祉援護課
生活困窮者自立支
援事業

生活困窮者に対する相談支
援窓口を設置し，自立に向け
た相談支援を実施した。
新規相談件数　846件
プラン作成件数　333件
就労支援対象者数　166人
増収者数　97人

35,989 拡大

新たに就労に向けた準備が
整っていない生活困窮者に対
して，安定した就労に従事す
る準備としての基礎能力の形
成を支援する事業を追加す
る。

49,145

120 基本目標Ⅲ 重点目標８ P72
㉔　複合的な困難を
抱える人への支援

民生委員・児童委員
活動の充実

担当地区の民生委員・児童
委員が生活相談や助言，福
祉サービスの情報提供や援
助を行う。

福祉援護課
民生委員・児童委
員活動

心配ごとや子育て等の相談，
福祉事業・福祉サービスの紹
介，犯罪等の被害防止活動，
見守り活動外を行った。

71,425 継続

心配ごとや子育て等の相談，
福祉事業・福祉サービスの紹
介，犯罪等の被害防止活動，
見守り活動外を行う。

71,759

121 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

高齢者への生活支援

高齢者が住み慣れた地域の
中で自立した生活を営んで
いくために，高齢者への生
活支援を行う。

健康長寿課 給食サービス事業

援護を必要とする在宅のひと
り暮らし高齢者等に対し，栄
養のバランスを配慮した食事
を居宅まで配食し，安否確認
を実施した。
平成２７年度実績
利用者　１，８８７人

129,041 継続

援護を必要とする在宅のひと
り暮らし高齢者等に対し，栄
養のバランスを配慮した食事
を居宅まで配食し，安否確認
を実施することにより，食生
活の安定及び改善並びに健
康の増進を図る。

131,978

122 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

高齢者への生活支援

住宅に困窮する高齢者や障
がい者世帯に対し，市営住
宅入居の支援を行う。また，
高齢者が安心して自立した
生活を営むことができるよ
う，高齢者向けの優良な賃
貸住宅の供給を促進する。

住宅課
高齢者向け優良賃
貸住宅供給促進事
業

高齢者向け優良賃貸住宅に
対し家賃の減額補助を行っ
た。

6,822 継続

高齢者向けの優良な賃貸住
宅の建設費補助，家賃の減
額に要する費用の補助を行
う。

50,064

123 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

高齢者の孤立防止と
活動支援

高齢者の閉じこもりを防ぎ，
外出の機会を確保するととも
に，高齢者が活動的な生活
を営めるように気軽に集える
機会の拡充を図る。

健康長寿課
老人福祉セン
ター，憩の家の活
用

地域の高齢者等に対して教
養の向上，レクリエーション等
の活動をするための場を提供
した。

203,169 継続

地域の高齢者等に対して教
養の向上，レクリエーション等
の活動をするための場を提供
し，高齢者の心身の健康の保
持及び生きがいの増進を図
る。

201,550

124 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

高齢者の孤立防止と
活動支援

高齢者の閉じこもりを防ぎ，
外出の機会を確保するととも
に，高齢者が活動的な生活
を営めるように気軽に集える
機会の拡充を図る。

健康長寿課
ふれあいサロン事
業

家に閉じこもりがちになる高
齢者の社会参加や仲間づくり
のため，地域の公民館等で
行われる談話会や体力づくり
などのサロン活動を支援し
た。
平成２７年度実績
サロン数　１６４箇所

4,664 継続

家に閉じこもりがちになる高
齢者の社会参加や仲間づくり
のため，地域の公民館等で
行われる談話会や体力づくり
などのサロン活動を支援す
る。

5,100

125 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

高齢者の孤立防止と
活動支援

高齢者の閉じこもりを防ぎ，
外出の機会を確保するととも
に，高齢者が活動的な生活
を営めるように気軽に集える
機会の拡充を図る。

健康長寿課
老人クラブ活動助
成事業

高齢者の社会参加や仲間づ
くり，知識や経験を生かして
社会活動に取り組まれている
老人クラブに対し，補助金を
交付した。
平成２７年度実績
クラブ数　４０５クラブ

17,191 継続

高齢者の社会参加や仲間づ
くり，知識や経験を生かして
社会活動に取り組まれている
老人クラブに対し，補助金を
交付する。

17,290

126 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

高齢者の日常生活の
支援

高齢者が居宅において安心
して暮らすことができるよう，
日常生活用具の給付等のき
め細かなサービスを提供す
る。

健康長寿課
緊急通報装置設置
等在宅福祉事業

65歳以上のひとり暮らし高齢
者等に対し，緊急通報装置に
よる緊急時の連絡体制を整
備した。

12,080 継続

65歳以上のひとり暮らし高齢
者等に対し，緊急通報装置に
よる緊急時の連絡体制を整
備することにより，不安感の
解消と急病・災害等の緊急時
における迅速な対応を図る。

14,106

127 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

高齢者の日常生活の
支援

高齢者が居宅において安心
して暮らすことができるよう，
日常生活用具の給付等のき
め細かなサービスを提供す
る。

健康長寿課
高齢者日常生活用
具給付事業

ねたきり状態で日常生活を営
んでいる高齢者等に対し，日
常生活用具を給付等を行っ
た。

620 継続

ねたきり状態で日常生活を営
んでいる高齢者等に対し，日
常生活用具を給付等すること
により，在宅での日常生活を
支援し，その福祉の増進を図
る。

1,715
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128 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

認知症高齢者を支え
る地域づくり

認知症サポーターの養成に
努め，理解を深めてもらうこ
とにより，地域の見守り支援
体制の強化を図る。

健康長寿課(地域包
括ケア推進室)

認知症サポーター
養成講座の開催

認知症を正しく理解し，偏見
を持たず，認知症の人や家族
を温かく見守る応援者として，
自分のできる範囲で活動でき
る認知症サポーターを養成。
平成27年度実績　3,049人
男性789人　女性2,260人

認知症サポーター養成講座
の修了者数（累計）　18,810人

1,113 継続

地域住民，企業・職域団体，
学校，行政等様々な方へ，認
知症サポーター養成講座を
実施する。
より地域の見守り体制の強化
を図るため，認知症サポー
ターの養成講座の講師の育
成も行う。

1,113

129 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

障がい者の日常生活
の支援

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービ
スを提供する。

障がい福祉課
コミュニケーション
支援事業

手話通訳者の窓口配置，手
話奉仕員・要約筆記者の育
成・派遣等を行うことで，聴
覚・音声・言語機能・視覚等
の障がいを有する者が他者と
のコミュニケーションを図る支
援を推進した。
コミュニケーション支援ボード
を窓口に設置した。

14,674 継続

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービス
を提供する。

17,491

130 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

障がい者の日常生活
の支援

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービ
スを提供する。

障がい福祉課
障がい者支援セン
ター（Ⅰ型）事業

在宅の，障がい者およびその
家族の方々に，日常生活の
支援，相談，情報提供，福祉
サービス利用援助，地域交流
活動などを行い，自立支援や
社会復帰および社会参加促
進を図った。

138,809 継続

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービス
を提供する。

150,023

131 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

障がい者の日常生活
の支援

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービ
スを提供する。

障がい福祉課 居宅介護事業
居宅介護（ホームヘルプ）に
要する介護給付費を支給し
た。

745,943 継続

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービス
を提供する。

475,193

132 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

障がい者の日常生活
の支援

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービ
スを提供する。

障がい福祉課 補装具費給付事業
車いす，義手，義足，補聴器
などの購入及び修理に要す
る経費を負担した。

72,543 継続

障がい者が自立した日常生
活・社会生活を営むことがで
きるよう，ヘルパーの派遣，
手話通訳の派遣，補装具の
給付，相談支援等のサービス
を提供する。

83,700

133 基本目標Ⅲ 重点目標８ P73
㉕　高齢者や障がい
者等の自立支援

権利擁護等の充実
高齢者や障がい者の権利擁
護に関する支援を行う。（成
年後見制度の利用等）

福祉援護課
成年後見制度市長
申立

認知症高齢者，知的障がい
者，精神障がい者等判断能
力が十分でない人で，成年後
見制度の申立をする親族等
がいない場合において，特に
福祉を図るため必要と認める
時，市長が申立を行った。
高齢者申立件数　　２６件
障がい者申立件数　１７件

403 継続

認知症高齢者，知的障がい
者，精神障がい者等判断能
力が十分でない人で，成年後
見制度の申立をする親族等
がいない場合において，特に
福祉を図るため必要と認める
時，市長が申立を行う。

768
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134 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

児童扶養手当の支給

ひとり親家庭で18歳到達後
最初の３月31日までの児童
（心身に障がいのある場合
は20歳未満）を監護している
親又は養育者に手当を支給
する。

子育て支援課
児童扶養手当給付
事業

父又は母と生計を同じくして
いない児童を養育する者に対
して児童扶養手当を支給
手当額は，児童1人の場合は
月額42,000円～9,910円（所
得に応じて変動し，一定額以
上の収入がある場合は支給
しない）。
第２子は月額5,000円，第３子
以降は１人月額3,000円を加
算

1,998,753 継続

父又は母と生計を同じくして
いない児童を養育する者に対
して児童扶養手当を支給
手当額は，児童1人の場合は
月額42,330円～9,990円（所
得に応じて変動し，一定額以
上の収入がある場合は支給
しない）。
第２子は月額5,000円，第３子
以降は１人月額3,000円を加
算
※平成28年8月分からは，第
２子加算額10,000円，第３子
以降加算額１人6,000円を上
限に増額。

2,067,679

135 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

母子家庭等高等職業
訓練促進給付金制度
自立支援教育訓練給
付金制度

母子家庭の母又は父子家庭
の父が，就労に有利な特定
の資格を取得するため養成
機関で修業する場合や就労
を目的とした教育訓練講座
を受講する場合に，給付金
を支給する。

子育て支援課
母子家庭等自立支
援給付金事業

母子家庭の母または父子家
庭の父が，経済的自立に効
果の高い資格取得のため，２
年以上養成機関で修業する
場合に，高等職業訓練促進
給付金を支給
また，就労を目的とした教育
訓練の受講に係る経費の一
部を負担
・高等職業訓練促進給付金
の支給額は，月額100,000円
（市民税非課税世帯　ただし
成24年3月31日までに修業を
開始した場合は141,000円）ま
たは70,500円（市民税課税世
帯）
・自立支援教育訓練給付金
は，講座受講費用の20％相
当額を支給。支給限度額は
100,000円

26,464 継続

母子家庭の母または父子家
庭の父が，経済的自立に効
果の高い資格取得のため，１
年以上養成機関で修業する
場合に，高等職業訓練促進
給付金を支給
また，就労を目的とした教育
訓練の受講に係る経費の一
部を負担
・高等職業訓練促進給付金
の支給額は，月額100,000円
（市民税非課税世帯）または
70,500円（市民税課税世帯）
・自立支援教育訓練給付金
は，講座受講費用の60％相
当額を支給。支給限度額は
200,000円

34,272

136 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

母子・父子自立支援
員の設置

ひとり親家庭の相談や母子
父子寡婦福祉資金の貸付相
談などを受ける。

子育て支援課
母子・父子自立支
援事業

各社会福祉事務所に母子父
子自立支援員を配置し，ひと
り親家庭の相談や母子父子
寡婦福祉資金の貸付相談等
を行った。

15,468 継続

各社会福祉事務所に母子父
子自立支援員を配置し，ひと
り親家庭の相談や母子父子
寡婦福祉資金の貸付相談等
を行う。

15,627

137 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

生活の支援

住居に困っている母子家庭
が安心して生活できるように
母子生活支援施設へ入居さ
せ，自立促進のための生活
支援を実施する。

子ども相談センター
子育て支援課

母子生活支援施設
運営事業

母子家庭の母とその養育す
べき児童の入所により，母の
自立支援と児童の保護を図っ
た。

30,164 継続
母子家庭の母とその養育す
べき児童を入所させ，母の自
立支援と児童の保護を図る。

30,216

138 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

生活の支援
住宅に困窮するひとり親家
庭に対し，市営住宅入居の
支援を行う。

住宅課
ひとり親家庭支援
事業

市営住宅の定期募集におけ
る優遇抽選を行った。

－ 継続
市営住宅の定期募集におけ
る優遇抽選を行う。

－

139 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

就学の支援

経済的な理由により，就学
が困難な高校生，大学生等
に対し，奨学金制度を実施
する。

学事課
奨学金給付貸付事
業

経済的事情により就学困難
な者に対して奨学金の給付を
行った。

32,780 継続
経済的事情により就学困難
な者に対して奨学金の給付を
行う。

48,264

140 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

就学の支援

経済的な理由により，小・中
学校に通う子どもの就学援
助を希望する保護者に対
し，学用品や給食などの経
費の一部援助を行う。

学事課 就学援助事業

経済的理由により就学困難
な児童に対し，義務教育を円
滑に受けることができるよう
必要な援助を行った。

学事分：
159,392
保体分：
218,829

継続

経済的理由により就学困難
な児童に対し，義務教育を円
滑に受けることができるよう
必要な援助を行う。

学事分：
157,301
保体分：
254,814

18



くらしきハーモニープラン　～第三次倉敷市男女共同参画基本計画～　実施計画書（案）

事業内容
決算額
（千円）

事業内容
予算額
（千円）

施策の内容 所管 事業名№ 基本目標 重点目標
計画

ページ
施策の方向 施策

今後の
方向性

平成27年度実績 平成28年度計画

141 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

学習の支援

家庭の経済状況により，中
学生を対象に高校進学に向
けた学習支援，進路相談，
生活相談を行う。

福祉援護課
子どもの学習支援
事業

生活に困窮している家庭の中
学生及びその保護者に高校
進学に向けた学習を支援す
るとともに，進路や生活に関
する相談を受けた。
事業利用者数　57人

13,868 継続

生活に困窮している家庭の中
学生及びその保護者に高校
進学に向けた学習を支援す
るとともに，進路や生活に関
する相談を受ける。

14,202

142 基本目標Ⅲ 重点目標８ P74
㉖　ひとり親家庭等
の自立支援

スクールソーシャル
ワーカーを活用した
相談体制の充実

困難を抱える家庭が安心し
て生活できるよう，スクール
ソーシャルワーカーの派遣を
県に依頼し，学校生活上の
ことや家庭のこと等の保護
者や児童生徒の相談に応じ
る。

指導課

スクールソーシャ
ルワーカーを活用
した行動連携推進
事業

様々な課題を抱える家庭が
安心して生活できるよう，ス
クールソーシャルワーカーを
派遣し，課題解決に向けて保
護者や児童生徒の相談に応
じた。

－ 継続

困難を抱える家庭が安心して
生活できるよう，スクールソー
シャルワーカーの派遣を県に
依頼し，学校生活上のことや
家庭のこと等の保護者や児
童生徒の相談に応じる。

－

143 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

発生防止及び抑制に
向けた取組の推進

男女平等観が形成される人
権教育を推進する。

保育・幼稚園課
講演会の開催【再
掲】

園長・保育士対象に講演会を
開催すると共に，各保育園に
おいて保護者を対象に人権
に関する講演会やビデオ視
聴を通して人権学習を実施し
た。

－ 継続

園長・保育士対象に講演会を
開催（1回）すると共に，各保
育園において保護者を対象
に人権に関する講演会やビ
デオ視聴を通して人権学習を
実施する。

－

144 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

発生防止及び抑制に
向けた取組の推進

男女平等観が形成される人
権教育を推進する。

人権教育推進室
学校園人権教育研
修事業

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女平
等教育の推進の在り方につ
いて周知した。

－ 継続

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，男女平
等教育の推進の在り方につ
いて周知する。

－

145 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

発生防止及び抑制に
向けた取組の推進

男女平等観が形成される人
権教育を推進する。

指導課 人権教育の推進

学校教育における人権教育
推進の中で，男女平等の視
点がもてるよう指導を充実さ
せた。

－ 継続
男女平等観が形成される人
権教育を推進する。

－

146 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

発生防止及び抑制に
向けた取組の推進

パンフレットやリーフレット等
による周知と人権啓発広報
紙，報道機関等による人権
尊重の意識啓発を行う。イベ
ントや講座等による啓発を
行う。

男女共同参画課
ＤＶ防止に関する
啓発パンフレットの
作成・配布

男女共同参画セミナーや出
前講座で，ＤＶ防止のパンフ
レットを配付して啓発に努め
た。本庁及び男女共同参画
推進ｾﾝﾀｰでパネル展を開催
した。

－ 継続

男女共同参画セミナーや出
前講座で，ＤＶ防止のパンフ
レットを配付して啓発に努め
る。本庁及び男女共同参画
推進ｾﾝﾀｰでパネル展を開催
する。

－

147 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

発生防止及び抑制に
向けた取組の推進

パンフレットやリーフレット等
による周知と人権啓発広報
紙，報道機関等による人権
尊重の意識啓発を行う。イベ
ントや講座等による啓発を
行う。

男女共同参画課
ＤＶ防止講座など
の開催

「男女共同参画セミナー」にＤ
Ｖをテーマとした講座を組み
込んで実施した。

－ 継続
「男女共同参画セミナー」にＤ
Ｖをテーマとした講座を組み
込んで実施する。

－

148 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

発生防止及び抑制に
向けた取組の推進

パンフレットやリーフレット等
による周知と人権啓発広報
紙，報道機関等による人権
尊重の意識啓発を行う。イベ
ントや講座等による啓発を
行う。

男女共同参画課
ＤＶ防止の出前講
座の開催

市内の学校や事業所からの
依頼に基づき，出前講座を開
催した。

－ 継続
市内の学校や事業所からの
依頼に基づき，出前講座を開
催する。

－

149 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

発生防止及び抑制に
向けた取組の推進

パンフレットやリーフレット等
による周知と人権啓発広報
紙，報道機関等による人権
尊重の意識啓発を行う。イベ
ントや講座等による啓発を
行う。

男女共同参画課
ＤＶ防止の啓発ビ
デオ等の収集・提
供

国・民間が作成した啓発ビデ
オを収集し，出前講座等で活
用した。

－ 継続
国・民間が作成した啓発ビデ
オを収集し，出前講座等で活
用する。

－
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150 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

若者及びその保護者
に対する教育・啓発
の推進

男女ともに，自分の性を大
切にし，また，相手を尊重す
るように，学校においても，
発達段階に応じてデートＤＶ
について学習する時間を設
けるなど，自分のこととして
考える機会となるよう啓発に
努める。また，デートＤＶ被
害者が最初に相談する相手
として，親しい友人や保護者
を選んでいる傾向もあり，若
者やその保護者にパンフ
レット等の配布を行うなど，
普及啓発を推進し，デートＤ
Ｖの防止に努める。

人権教育推進室
学校園人権教育研
修事業

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，児童生
徒の発達段階に応じたデート
ＤＶ防止の指導の在り方につ
いて周知した。

－ 継続

学校管理職や人権教育担当
者の研修会を通して，児童生
徒の発達段階に応じたデート
ＤＶ防止の指導の在り方につ
いて周知する。

－

151 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

若者及びその保護者
に対する教育・啓発
の推進

男女ともに，自分の性を大
切にし，また，相手を尊重す
るように，学校においても，
発達段階に応じてデートＤＶ
について学習する時間を設
けるなど，自分のこととして
考える機会となるよう啓発に
努める。また，デートＤＶ被
害者が最初に相談する相手
として，親しい友人や保護者
を選んでいる傾向もあり，若
者やその保護者にパンフ
レット等の配布を行うなど，
普及啓発を推進し，デートＤ
Ｖの防止に努める。

人権教育推進室
PTA人権教育推進
事業

PTA人権教育研修を通して，
デートＤＶ防止について保護
者としての役割について理解
や認識を深めた。

－ 継続

PTA人権教育研修を通して，
デートＤＶ防止について保護
者としての役割について理解
や認識を深める。

－

152 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

若者及びその保護者
に対する教育・啓発
の推進

男女ともに，自分の性を大
切にし，また，相手を尊重す
るように，学校においても，
発達段階に応じてデートＤＶ
について学習する時間を設
けるなど，自分のこととして
考える機会となるよう啓発に
努める。また，デートＤＶ被
害者が最初に相談する相手
として，親しい友人や保護者
を選んでいる傾向もあり，若
者やその保護者にパンフ
レット等の配布を行うなど，
普及啓発を推進し，デートＤ
Ｖの防止に努める。

指導課 性教育等

特に中学生に対して，学校の
教育活動の中で性教育等の
推進・充実を図り，予防的観
点からの教育の推進を図っ
た。

－ 継続

男女ともに，自分の性を大切
にし，また，相手を尊重するよ
うに，学校においても，発達
段階に応じてデートＤＶにつ
いて学習する時間を設けるな
ど，自分のこととして考える機
会となるよう啓発に努める。
また，デートＤＶ被害者が最
初に相談する相手として，親
しい友人や保護者を選んでい
る傾向もあり，若者やその保
護者にパンフレット等の配布
を行うなど，普及啓発を推進
し，デートＤＶの防止に努め
る。

－

153 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

若者及びその保護者
に対する教育・啓発
の推進

男女ともに，自分の性を大
切にし，また，相手を尊重す
るように，学校においても，
発達段階に応じてデートＤＶ
について学習する時間を設
けるなど，自分のこととして
考える機会となるよう啓発に
努める。また，デートＤＶ被
害者が最初に相談する相手
として，親しい友人や保護者
を選んでいる傾向もあり，若
者やその保護者にパンフ
レット等の配布を行うなど，
普及啓発を推進し，デートＤ
Ｖの防止に努める。

青少年育成センター
青少年の補導及び
相談活動

補導員の街頭での対象青少
年への声かけ助言等日常補
導活動での対応。
相談員は，主に青少年・保護
者の心のケアに努め，悩みの
原因について気持ちの整理
を促した。
相談カードを児童・生徒に配
布し，啓発活動を行った。

41,286 継続

補導員の街頭での対象青少
年への声かけ助言等日常補
導活動での対応。
相談員は，主に青少年・保護
者の心のケアに努め，悩みの
原因について気持ちの整理
を促す。
相談カードを児童・生徒に配
布し，啓発活動を行う。

41,654
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154 基本目標Ⅳ 重点目標９ P78
㉗　ＤＶを防止する啓
発の推進

若者及びその保護者
に対する教育・啓発
の推進

男女ともに，自分の性を大
切にし，また，相手を尊重す
るように，学校においても，
発達段階に応じてデートＤＶ
について学習する時間を設
けるなど，自分のこととして
考える機会となるよう啓発に
努める。また，デートＤＶ被
害者が最初に相談する相手
として，親しい友人や保護者
を選んでいる傾向もあり，若
者やその保護者にパンフ
レット等の配布を行うなど，
普及啓発を推進し，デートＤ
Ｖの防止に努める。

男女共同参画課
若者に対する啓発
の推進

デートＤＶについて，パンフ
レット等の配布を行うなど，自
分のこととして考える機会とな
るよう啓発に努めた。

－ 継続

デートＤＶについて，パンフ
レット等の配布を行うなど，自
分のこととして考える機会とな
るよう啓発に努める。

－

155 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

被害者の早期発見
「民生委員・児童委員協議
会」に，早期発見や通報など
の働きかけを行う。

福祉援護課
民生委員・児童委
員活動

心配ごとの相談及び犯罪等
の被害防止活動外を行った。

－ 継続
心配ごとの相談及び犯罪等
の被害防止活動外を行う。

－

156 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

被害者の早期発見
「民生委員・児童委員協議
会」に，早期発見や通報など
の働きかけを行う。

男女共同参画課
民生委員・児童委
員協議会への働き
かけ

民生委員・児童委員協議会
に，早期発見や通報などを働
きかけた。

－ 継続
民生委員・児童委員協議会
に，早期発見や通報などを働
きかける。

－

157 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

被害者相談の実施
ＤＶ被害者からの相談を受
けるとともに，必要な助言，
情報提供を行う。

生活安全課 市民相談
犯罪被害者等支援総合相
談，弁護士等専門相談を実
施

9,051 継続
ＤＶと同様，被害者からの相
談を受けるとともに，必要な
助言，情報提供を行う。

9,415

158 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

被害者相談の実施
ＤＶ被害者からの相談を受
けるとともに，必要な助言，
情報提供を行う。

子ども相談センター
家庭児童相談・
児童虐待防止事業

関係機関と連携し，必要な助
言，情報提供を行った。

－ 継続
被害者からの相談を受けると
ともに，必要な助言，情報提
供を行う。

－

159 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

被害者相談の実施
ＤＶ被害者からの相談を受
けるとともに，必要な助言，
情報提供を行う。

子ども相談センター
家庭児童相談・
児童虐待防止事業

関係機関と連携し，必要な助
言，情報提供を行った。

－ 継続

DV相談担当職員専門研修
会，ＤＶサポーター養成講座
及び県・岡山市が行うスー
パーバイズへ参加する。
市費によるスーパーバイズを
実施する。

－

160 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

被害者相談の実施
ＤＶ被害者からの相談を受
けるとともに，必要な助言，
情報提供を行う。

青少年育成センター 青少年相談活動
対面・電話・メール相談には
内容により専門関係機関と連
携し対応した。

－ 継続
対面・電話・メール相談には
内容により専門関係機関と連
携し対応する。

－

161 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

被害者相談の実施
ＤＶ被害者からの相談を受
けるとともに，必要な助言，
情報提供を行う。

男女共同参画課
男女共同参画推進セ
ンター

相談事業
ＤＶ被害者からの相談を受け
るとともに，必要な助言，情報
提供を行った。

－ 拡大

被害者からの相談を受けると
ともに，必要な助言，情報提
供を行う。
※今年度相談員1名増員し高
梁川流域圏域の相談を受け
る。

－

162 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

相談体制の充実
相談員の資質向上等，配偶
者暴力相談支援センターと
しての機能の充実を図る。

男女共同参画課
男女共同参画推進セ
ンター

相談員の資質向上

DV相談担当職員専門研修
会，ＤＶサポーター養成講座
及び県が行うスーパーバイズ
へ参加した。
市費によるスーパーバイズを
実施した。

120 継続

DV相談担当職員専門研修
会，ＤＶサポーター養成講座
及び県・岡山市が行うスー
パーバイズへ参加する。
市費によるスーパーバイズを
実施する。

120

163 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

相談体制の充実
外国人，障がい者などが相
談しやすい相談体制を整備
する。

障がい福祉課
障がい者相談員設
置事業

窓口専門相談員を配置し，障
がい者本人，介護者等からの
様々な相談に応じ，必要な助
言・指導を行った。

2,331 継続
外国人，障がい者などが相談
しやすい相談体制を整備す
る。

2,655

164 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

相談体制の充実
外国人，障がい者などが相
談しやすい相談体制を整備
する。

国際課
窓口及び電話で対
応

英語で対応。中国語は観光
課へ引き継いだ。

－ 継続
英語で対応。中国語は観光
課へ引き継ぐ。

－
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165 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

相談体制の充実
窓口案内等や外国語・点字
による情報提供を行う。

障がい福祉課
障がい者ガイドＢＯ
ＯＫの配布

各種保健福祉制度に関する
情報提供を行った。

－ 継続
各種保健福祉制度に関する
情報提供を行う。

－

166 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

相談体制の充実
窓口案内等や外国語・点字
による情報提供を行う。

国際課

ホームページ多言
語化及び県国際交
流協会多言語相談
等の情報提供

県国際交流協会実施の多言
語生活相談を案内したり，チ
ラシを窓口に配置したりした。

－ 継続
県国際交流協会実施の多言
語生活相談を案内したり，チ
ラシを窓口に配置したりする。

－

167 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

地域の健全育成活動
及び情報収集

中学校区ごとに委嘱してい
る少年補導委員による地域
の健全育成活動及び情報収
集を行う。

青少年育成センター 少年補導委員活動

少年補導委員地区連絡会・
研修会を実施し，各地区の青
少年の現状を把握するため
の情報交換を行った。
学区内での合同補導等を行
うことにより，非行の未然防
止に努めた。

3,758 継続

少年補導委員地区連絡会・
研修会を実施し，各地区の青
少年の現状を把握するため
の情報交換を行う。
学区内での合同補導等を行
うことにより，非行の未然防
止に努める。

3,977

168 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

防犯・安全対策の強
化

岡山県警察不審者情報を元
に，青色パトロールカーで周
辺を重点的に巡回するととも
に，警察など関係機関から
の情報収集を行う。

生活安全課
青色回転灯設置パ
トロール車活動

不審者情報により，生徒・児
童の安全確保のため，特に
学校周辺の登校・下校時にお
ける巡回補導を行った。
学校警察連絡協議会・生徒
指導連絡会・学校訪問等によ
る活動，情報交換を行った。

－ 継続

不審者情報により，生徒・児
童の安全確保のため，特に
学校周辺の登校・下校時にお
ける巡回補導を行っていく。
学校警察連絡協議会・生徒
指導連絡会・学校訪問等によ
る活動を行い，情報交換を行
う。

－

169 基本目標Ⅳ 重点目標９ P79
㉘　被害者の早期発
見と相談体制の充実

防犯・安全対策の強
化

岡山県警察不審者情報を元
に，青色パトロールカーで周
辺を重点的に巡回するととも
に，警察など関係機関から
の情報収集を行う。

青少年育成センター
青色回転灯設置パ
トロール車活動

不審者情報により，生徒・児
童の安全確保のため，特に
学校周辺の登校・下校時にお
ける巡回補導を行った。
学校警察連絡協議会・生徒
指導連絡会・学校訪問等によ
る活動を行い，情報交換を
行った。

－ 継続

不審者情報により，生徒・児
童の安全確保のため，特に
学校周辺の登校・下校時にお
ける巡回補導を行っていく。
学校警察連絡協議会・生徒
指導連絡会・学校訪問等によ
る活動を行い，情報交換を行
う。

－

170 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
緊急時の安全な避難場所を
提供する。

男女共同参画課
保護施設に避難す
る際の同行支援

必要に応じて，保護施設に避
難する際に同行支援を行っ
た。

－ 継続
必要に応じて，保護施設に避
難する際に同行支援を行う。

－

171 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
安全確保のため，県・他市
町村と連携する。

子ども相談センター
母子生活支援施設
広域入所事業

被害者の安全確保と，母子の
自立支援を行うため，県外の
母子生活支援施設への入所
委託を行った。

27,183 継続
ＤＶ加害者から逃れるため，
県外の母子生活支援施設に
入所し，自立支援を行う。

24,933

172 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
安全確保のため，県・他市
町村と連携する。

男女共同参画課
民間の避難施設利
用

公設保護所の制約から入所
できない場合に必要に応じ
て，民間団体に保護を依頼し
た。

－ 継続

公設保護所の制約から入所
できない場合に必要に応じ
て，民間団体に保護を依頼す
る。

－

173 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
同伴家族である子どもへの
支援を行う。

子ども相談センター
母子生活支援施設
広域入所事業

県外の母子生活支援施設へ
広域入所により，心理的，身
体的な安全を図った。

－ 継続
県外の母子生活支援施設へ
広域入所させ，心理的，身体
的な安全を図る。

－

174 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
同伴家族である子どもへの
支援を行う。

保育・幼稚園課 子どもへの支援

児童虐待の早期発見に努
め，発見した時は速やかに，
子ども相談センターもしくは児
童相談所に相談・通告をし
た。
子どもと信頼関係を結び，安
心感・安定感がもてる保育園
生活の支援をした。

－ 継続

児童虐待の早期発見に努
め，発見した時は速やかに，
子ども相談センターもしくは児
童相談所に相談・通告する。
子どもと信頼関係を結び，安
心感・安定感がもてる保育園
生活の支援をする。

－

175 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
同伴家族である子どもへの
支援を行う。

健康づくり課 個別対応
関係機関と連携しながら必要
に応じ個別支援を行った。

－ 継続
関係機関と連携しながら必要
に応じ個別支援を行う。

－

176 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
同伴家族である子どもへの
支援を行う。

指導課 関係機関との連携
事例検討会等を通して，情報
共有を図りながら学校支援を
行った。

－ 継続
同伴家族である子どもへの支
援を行う。

－

177 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
介護等が必要な高齢者を同
伴している場合の支援を行
う。

福祉援護課 生活支援ショート
ステイ事業

高齢者が，虐待などにより家
庭内で生活することが困難な
状況になった場合に，一時的
に養護老人ホームに保護し
た。

13,307 継続

高齢者が，虐待などにより家
庭内で生活することが困難な
状況になった場合に，一時的
に養護老人ホームに保護す
る。

12,418
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178 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の安全確保
介護等が必要な高齢者を同
伴している場合の支援を行
う。

介護保険課
介護保険サービス
についての情報提
供と相談体制の整
備

倉敷・児島・水島・玉島・真備
の窓口に窓口相談員を配置
し，情報提供・相談・苦情等に
応じた。

19,630 継続

相談員：倉敷・児島・水島・玉
島・真備の窓口に窓口相談員
を配置し，相談・苦情等に応
じる。
窓口相談員　倉敷2名　児島・
水島・玉島・真備各1名

19,634

179 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

住宅に困窮する被害者に対
し，市営住宅入居の支援を
行う。

住宅課
ＤＶ被害者支援事
業

市営住宅の一時的な目的外
使用と，定期募集における優
遇抽選を行った。
関係機関と連携し，必要な助
言，情報提供を行った。

－ 継続
市営住宅の一時的な目的外
使用と，定期募集における優
遇抽選を行う。

－

180 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

民間賃貸住宅への入居支援
を行う。

生活福祉課
生活保護の相談・
実施

被害者の状況をよく把握し，
必要に応じて生活保護（住宅
扶助外）を実施した。

11,955,255 継続
被害者の状況をよく把握し，
必要に応じて生活保護（住宅
扶助外）を実施する。

12,130,775

181 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

就職のための情報提供，技
能・資格を身につけるなどの
就業支援講座を開催する。

労働政策課 職業情報の提供

ＤＶ被害者のみならず，広く職
を求めている市民のため，玉
島支所に「ワークプラザたまし
ま」を，水島支所に「職業情報
提供コーナー」を開設し，さま
ざまな職業情報を提供した。

6,475 継続

広く職を求めている市民のた
め，玉島支所に「ワークプラ
ザたましま」を，水島支所に
「職業情報提供コーナー」を
開設し，さまざまな職業情報
を提供する。

6,525

182 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

就職のための情報提供，技
能・資格を身につけるなどの
就業支援講座を開催する。

男女共同参画推進セ
ンター

就業支援講座の開
催

就業支援講座を開催した。 － 継続 就業支援講座を開催する。 －

183 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

事業所等に雇用への協力を
働きかけ，被害者に就業に
関する情報提供を行う。

労働政策課
事業所に対する正
規雇用等の要請
【再掲】

ハローワーク倉敷中央管内
の事業所に対し，管内市町雇
用対策協議会の会長である
倉敷市長名で，正規雇用をは
じめ，若年者雇用，障がい者
雇用等について要請文を送
付し，働きかけを行った。
事業所数　約３３０社　送付回
数　２回

60 継続

ハローワーク倉敷中央管内
の事業所に対し，管内市町雇
用対策協議会の会長である
倉敷市長名で，正規雇用をは
じめ，若年者雇用，障がい者
雇用のほか，ＤＶ被害者の雇
用に対する配慮について，要
請文を送付し，働きかけを行
う。　送付回数　２回

60

184 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

事業所等に雇用への協力を
働きかけ，被害者に就業に
関する情報提供を行う。

男女共同参画推進セ
ンター

事業所等への雇用
協力依頼及び被害
者への情報提供

事業所等に雇用への協力を
働きかけ，被害者に就業に関
する情報提供を行った。

－ 継続
ハローワ-クと連携し，講
座を開催する。

－

185 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

各種保健福祉制度に関する
情報提供を行う。

福祉援護課
各種福祉制度の情
報提供

各種福祉制度の情報提供を
行うことにより，被害者の自
立を支援した。

－ 継続
各種福祉制度の情報提供を
行うことにより，被害者の自
立を支援する。

－

186 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

各種保健福祉制度に関する
情報提供を行う。

障がい福祉課
障がい者ガイドＢＯ
ＯＫの配布

障がい者ガイドＢＯＯＫを作成
し，障がい者手帳新規交付時
に窓口で，説明するとともに，
手渡した。大幅な制度改正毎
に内容を更新し，障がい者手
帳所持者に郵送した。

319 継続
各種保健福祉制度に関する
情報提供を行う。

333

187 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

各種保健福祉制度に関する
情報提供を行う。

子ども相談センター
家庭児童相談・児
童虐待防止事業

関係機関と連携し，必要な助
言，情報提供を行った。

－ 継続

被害者からの相談があった
場合に，県外の母子生活支
援施設など，利用できる支援
制度を紹介する。

－

188 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

各種保健福祉制度に関する
情報提供を行う。

健康長寿課 相談体制の充実
各福祉事務所等が相談窓口
となり，情報提供等を行った。

－ 継続
各福祉事務所等が相談窓口
となり，必要な支援を行う。

－

189 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

医療機関との連携による被
害者の心の支援を行う。

健康づくり課 個別対応
関係機関と連携しながら必要
に応じ個別支援を行った。

－ 継続
関係機関と連携しながら必要
に応じ個別支援を行う。

－
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190 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

住民基本台帳事務における
ＤＶ・ストーカー行為・児童虐
待等の被害者の保護のため
の支援を行う。

市民課
住民基本台帳事務
における支援措置

ＤＶ・ストーカー行為・児童虐
待等の被害者及び加害者に
ついて，申出に基づきあらか
じめ把握することにより，加害
者が住民基本台帳の写しの
一部の閲覧及び住民票の写
し等の交付ならびに戸籍の附
票の写しの交付の制度を不
当に利用して，被害者の住所
を探索することを防止し，被
害者の保護を図った。

－ 継続

ＤＶ・ストーカー行為・児童虐
待等の被害者及び加害者に
ついて，申出に基づきあらか
じめ把握することにより，加害
者が住民基本台帳の写しの
一部の閲覧及び住民票の写
し等の交付ならびに戸籍の附
票の写しの交付の制度を不
当に利用して，被害者の住所
を探索することを防止し，被
害者の保護を図る。

－

191 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

同伴児童について，教育・保
育関係者へ周知する。

保育・幼稚園課 子ども虐待対応

保育園に「倉敷市子ども虐待
対応マニュアル」を配布し，内
容について保育関係者へ周
知した。

－ 継続

保育園に「倉敷市子ども虐待
対応マニュアル」を配布し，内
容について保育関係者へ周
知させる。

－

192 基本目標Ⅳ 重点目標９ P80
㉙　被害者の安全確
保と自立支援

被害者の自立を支援
する環境整備

同伴児童について，教育・保
育関係者へ周知する。

指導課 子ども虐待対応

子ども相談センター等の関係
諸機関との協働により，子ど
もの安全を守る視点で対応し
た。

－ 継続
同伴児童について，教育・保
育関係者へ周知する。

－

193 基本目標Ⅳ 重点目標９ P81
㉚　関係機関との連
携強化と民間団体等
との協働

関係機関との連携強
化と民間団体との協
働

・ＤＶ対策会議の設置
・庁内連絡会における連携
強化
児童虐待については児童相
談所と連携
・関係機関相互の情報交換
・ケース検討会議
・行政と民間支援団体との
連携の強化

男女共同参画課
男女共同参画推進セ
ンター

ＤＶ対策会議の設
置

全庁的な取り組みである「生
きる支援」の一部として，関係
部署と連携した。

－ 継続
全庁的な取り組みである「生
きる支援」の一部として，関係
部署と連携する。

－

194 基本目標Ⅳ 重点目標９ P81
㉚　関係機関との連
携強化と民間団体等
との協働

関係機関との連携強
化と民間団体との協
働

・ＤＶ対策会議の設置
・庁内連絡会における連携
強化
児童虐待については児童相
談所と連携
・関係機関相互の情報交換
・ケース検討会議
・行政と民間支援団体との
連携の強化

男女共同参画課
男女共同参画推進セ
ンター

相談員の資質の向
上

DV相談担当職員専門研修
会，ＤＶサポーター養成講座
及び県・岡山市が行うスー
パーバイズへ参加した。

－ 継続

DV相談担当職員専門研修
会，ＤＶサポーター養成講座
及び県・岡山市が行うスー
パーバイズへ参加する。

－

195 基本目標Ⅳ 重点目標９ P81
㉚　関係機関との連
携強化と民間団体等
との協働

関係機関との連携強
化と民間団体との協
働

・ＤＶ対策会議の設置
・庁内連絡会における連携
強化
児童虐待については児童相
談所と連携
・関係機関相互の情報交換
・ケース検討会議
・行政と民間支援団体との
連携の強化

男女共同参画課
男女共同参画推進セ
ンター

関係機関相互の情
報交換の機会の活
用

県・女性の人権相談機関連
絡会，女性相談員等連絡会
議，DV被害者保護支援関係
機関連絡会議へ参加した。

－ 継続

県・女性の人権相談機関連
絡会，女性相談員等連絡会
議，DV被害者保護支援関係
機関連絡会議へ参加する。

－
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